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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも２つの波長において監視対象の空間を照射するように構成された少なくとも
１つの光源と、
　視野を有し、少なくとも１つの光源からの光を監視対象の空間を横切った後で受信する
ように構成され、視野内の複数の領域において受信された光の強度を表わす信号を生成す
るように構成された受信機と、
　受信機と接続され、受信機によって生成された信号を処理し、受信機の視野内の対応す
る領域において少なくとも２つの波長にて受信された光を相関付けて、２つの波長におけ
る受信された光の相対レベルを表わす出力を生成するように構成されたプロセッサと、を
備える粒子検出システム。
【請求項２】
　受信機は、複数のセンサ素子を有するセンサを備え、各センサ素子が、受信機の視野内
の個々の領域からの光を受信する請求項１に記載の粒子検出システム。
【請求項３】
　光源が、個々の波長において光を放射するように構成された１つ以上の発光体を含むこ
とができる請求項１または２に記載の粒子検出システム。
【請求項４】
　光源が、異なる時点において、該少なくとも２つの波長の各々にて監視対象の空間を照
射するように構成されている請求項１～３のいずれかに記載の粒子検出システム。
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【請求項５】
　プロセッサは、受信機の視野内の同じ領域において受信された一対以上の波長における
受信光の相対的掩蔽を決定し、該相対的掩蔽に基づいて監視対象の空間の粒子の存在を表
わす出力を生成するように構成されている請求項１～４のいずれかに記載の粒子検出シス
テム。
【請求項６】
　監視対象空間内の対象の粒子を検出するように構成された、請求項１～５のいずれかに
記載の粒子検出システムであって、
　少なくとも２つの波長は、対象の粒子による影響を比較的受けない少なくとも第１の波
長と、少なくとも該粒子によって影響される少なくとも第２の波長とを含み、
　第１および第２の波長の少なくとも一方における受信機の出力を処理し、前記監視対象
領域に対象の粒子が検出されるか否かを表わす出力を提供するように構成されたプロセッ
サと、を備える粒子検出システム。
【請求項７】
　プロセッサは、一方または両方の波長における受信光レベルに基づいて決定される第２
の警報条件を適用するように構成されている請求項１～６のいずれかに記載の粒子検出シ
ステム。
【請求項８】
　第２の警報条件は、光の相対強度の変化が第１の警報条件を満足させない前提条件に基
づいている請求項７に記載の粒子検出システム。
【請求項９】
　光源は、電池で駆動される請求項１～８のいずれかに記載の粒子検出システム。
【請求項１０】
　互いに同期していない少なくとも２つの光源を備える請求項１～９のいずれかに記載の
粒子検出システム。
【請求項１１】
　受信機は、複数の画素を備えたセンサを有するカメラを含み、
　個々の光源に対応した受信機の領域は、該センサの複数の画素の部分集合を含む１～１
０のいずれかに記載の粒子検出システム。
【請求項１２】
　粒子検出器を用いた粒子検出方法であって、
　第１および第２の波長を含む光であって、第１の波長は監視対象領域を横切る透過が対
象の粒子の影響を比較的受けない波長であり、第２の波長は監視対象領域を横切る透過が
対象の粒子によって影響を受ける波長である光を、監視対象領域に放射するステップと、
　監視対象領域を横切った後の少なくとも第１および第２の波長の光を受信し、少なくと
も第１および第２の波長の受信光の強度を表わす信号を生成するステップと、
　少なくとも第１および第２の波長での受信光の強度を表わす信号を処理し、対象の粒子
が前記監視対象領域において検出されたか否かを表わす出力を提供するステップと、を含
む方法。
【請求項１３】
　少なくとも第１および第２の波長での受信光の強度を表わす信号を処理するステップは
、第１および第２の波長での受信光の相対強度の変化に基づいている請求項１２に記載の
方法。
【請求項１４】
　第１および第２の波長の受信光での相対強度が実質的に安定な状態であるが、１つ以上
の波長の受信光の絶対強度が１つ以上の所定の基準を満たした場合、前記監視対象領域の
対象の粒子の存在を示す出力を生成するステップ、を含む請求項１２または１３に記載の
方法。
【請求項１５】
　請求項１２～１４のいずれかに記載の粒子検出器における方法であって、
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　少なくとも１つの光源が受信機を照射するように、光源および受信機の少なくとも１つ
を近似的に整列させるステップと、
　光源に対応する受信光強度測定値を決定するために使用される光源に対応する、受信機
の視野内の空間位置を選択するステップと、を含む方法。
【請求項１６】
　システムの幾何配置が変化するときに、光源に対応する領域を時間とともに追跡するス
テップ、を含む請求項１５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、粒子の検出に関する。ここでは、煙検出との関連で本発明を説明することが
好都合であるが、本発明はその用途に限定されないと理解すべきである。
【背景技術】
【０００２】
　空気中の粒子を検出するさまざまな方法が知られている。空気中の粒子状物質の存在を
検出する１つの方法は、監視対象の領域を横切ってビームを投射し、ビームの減衰を測定
することからなる。そのような検出器は、一般に「掩蔽検出器(obscuration detector)」
として知られ、あるいは単純に「ビーム検出器」として知られている。
【０００３】
　例として、従来のビーム検出器が、図１に示されている。検出器１００は、監視対象領
域１０６の両側に配置された、発光体／検出器１０２および反射体１０４を備える。発光
体／検出器１０２からの投射光１０８が、反射体１０４に向かって投射される。反射体１
０４は、投射光１０８を反射光１１０として反射させる。反射光１１０は、光源／検出器
１０２に向かって反射される。粒子状物質が監視対象領域１０６に進入した場合、粒子状
物質によって投射光１０８および反射光１１０が減衰し、光源／検出器１０２で受光され
る光量が減少する。代替のビーム検出器は、反射体を省略し、監視対象領域１０６を横切
って検出器を光源で直接照らす。他の配置も可能である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ビーム検出器によって使用される煙検出機構は妥当であるが、ビーム検出器は、一般に
、いくつかの問題を抱えている。
【０００５】
　第１に、ビーム検出器は、異物または他の粒子状物質（塵埃など）が監視対象領域に進
入してビームを遮る場合に、タイプＩ（偽陽性）のエラーに悩まされる可能性がある。ビ
ーム検出器は、一般に、対象である粒子（例えば、煙）によって引き起こされる掩蔽と、
対象でない異物（例えば、ビーム中に飛び込む虫）の存在に起因する吸収とを区別するこ
とができない。
【０００６】
　第２に、ビーム検出器は、設置時に入念なアライメント(alignment)を必要とする可能
性がある。そのようなアライメントは、煙が存在しない通常の状態において、送信された
ビームの大部分が捕捉され、結果として掩蔽に対する感度が最大となるように、光がセン
サに進入するのを確保することを目的とする。この較正が、実行に手間をとり、したがっ
てコスト高になる可能性がある。さらに、例えば、ビーム検出器が取り付けられた構造体
のわずかな移動などによって、検出器の占める物理的環境が変化する場合に、較正を繰り
返す必要がある。場合によっては、検出器への入射光の強度が急激に減少した場合、この
アライメントずれがやはり偽の警報を生じさせる可能性がある。
【０００７】
　この第２の問題を補償する一手法は、幅広い範囲の入射角にわたって高い感度を有する
光検出器を導入することである。これにより、そのようでない場合に考えられるビームと
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光検出器との間の弱いアライメントの影響が軽減される。しかしながら、この解決策には
、不要な背景光に対する感度が増加するという代価が生じ、結果として検出プロセスが複
雑になり、対象とする粒子の存在の検出に失敗する可能性が高くなる。
【０００８】
　粒子検出システムの送信機への供給電力が、高価になる可能性がある。供給できる電力
量には、現実的／商業的な限界が存在する。電力供給が限られていると、送信機の光出力
が制限され、結果として測定される信号の信号対雑音比が制限される。システムの信号対
雑音比が低くなりすぎると、システムは、頻繁または連続的な偽警報に悩まされることに
なる。
【０００９】
　いくつかのシステムにおいては、受信機において長い積分または平均時間を採用するこ
とによって、信号対雑音比を高めることができる。しかしながら、システム応答時間は、
通常は１０～６０秒であるが、長い積分時間を使用する場合には、より高いレベルへと高
めなければならない。これは、望ましいことではない。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　第１の態様において、本発明は、少なくとも２つの波長において監視対象の空間を照射
するように構成された少なくとも１つの光源と、視野を有し、少なくとも１つの光源から
の光を監視対象の空間を横切った後で受信するように構成され、視野内の領域において受
信された光の強度を表わす信号を生成するように構成された受信機と、受信機と接続され
、受信機によって生成された信号を処理し、受信機の視野内の対応する領域において少な
くとも２つの波長にて受信された光を相関付けて、２つの波長における光の相対的掩蔽(r
elative obscuration)を表わす出力を生成するように構成されたプロセッサと、を備える
粒子検出システムを提供する。
【００１１】
　他の一態様において、本発明は、少なくとも２つの波長において監視対象の空間を照射
するように構成された少なくとも１つの光源と、少なくとも１つの光源からの光を監視対
象の空間を横切った後で受信し、受信した光を空間的およびスペクトル的に分解する出力
を生成するように構成された受信機と、対応する空間位置において少なくとも２つの波長
にて受信された光を相関付けて、監視対象の空間内の粒子の存在を表わす出力を生成する
プロセッサと、を備える粒子検出システムを提供する。
【００１２】
　好ましくは、受信機が、複数のセンサ素子を有するセンサを備える。さらに、少なくと
も１つの光源を含む、画像を形成するための画像形成光学系を備えてもよい。
　光源は、個々の波長において光を放射するように構成された１つ以上の発光体を含むこ
とができる。光源は、単一の波長または複数の波長で発光することができる。
【００１３】
　光源は、異なる時点において、該少なくとも２つの波長の各々にて監視対象の空間を照
射することができる。代替として、光源は、同時に、該少なくとも２つの波長を含む広い
波長帯に渡って発光するように構成された発光体を含むことができる。
【００１４】
　好ましくは、粒子検出システムは、複数の光源を備えている。
【００１５】
　プロセッサは、対応する空間位置において少なくとも２つの波長にて受信された光の相
対強度を決定し、監視対象の空間内の粒子の存在を表わす出力を生成するように構成する
ことができる。
【００１６】
　そのようなシステムの動作は、少なくとも１つの光源が受信機を照射するように、光源
および受信機を近似的に整列させるステップと、画像センサにおいてどの空間位置が光源
に対応し、光源に対応する受信光強度測定値の測定に使用されるかを選択するステップと
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、を含むことができる。システムの幾何配置が時間とともにドリフトするときに、プロセ
ッサは、好ましくは、どの空間位置が光源に対応するかを時間とともに追跡する。
【００１７】
　光ビームは、光センサから離れて位置し、監視対象領域を横切って１つ以上の波長の光
を放射するように配置された光源を使用して形成することができる。光ビームは、監視対
象領域を横切って発光体からの光ビームを反射するように構成された１つ以上の反射ター
ゲットを用いて形成することができる。この構成においては、発光体を光センサの近傍に
取り付けることができ、反射ターゲットを遠方に位置させることができる。
【００１８】
　システムは、共通の光受信機に受信される複数のビームを含むことができる。
【００１９】
　別の態様において、本発明は、監視対象空間内の対象の粒子を検出するためのビーム検
出器であって、対象の粒子による影響を比較的受けない少なくとも第１の波長と、少なく
とも該粒子によって影響を受ける少なくとも第２の波長とを含む複数の波長を含んでいる
光を、監視対象領域を横切って投射するための少なくとも１つの光源と、前記投射された
光の少なくとも一部を受信し、少なくとも前記第１および第２の波長における前記光源か
ら受信された光の強度を表わす信号を出力する受信機と、前記第１および第２の波長の少
なくとも一方における受信機の出力を処理し、前記監視対象領域に対象の粒子が検出され
るか否かを表わす出力を提供するように構成されたコントローラと、を備えるビーム検出
器を提供する。
【００２０】
　当然ながら、「第１の波長」および「第２の波長」が、広スペクトルの発光体によって
放射される波長成分を示すものでもよく、レーザダイオードまたはＬＥＤなどの狭い通過
帯を有する発光体によって発せられるような比較的狭い波長帯を、その波長帯のうちの１
つの波長（通常は、真ん中の波長）を指して示すために使用することも可能である（例え
ば、第１の波長帯が赤外にあって、８５０ｎｍに中心を有し、５０ｎｍの帯域幅を有して
もよい）ことは理解されよう。
【００２１】
　理解されるように、例示の実施例は、可視または可視に近い電磁放射の使用に関係して
いるが、「光」という用語は、電磁スペクトルを幅広く包含するものと理解することが可
能である。しかしながら、ＥＭスペクトルの可視および可視に近い部分においては、実用
的かつ安価な生成、制御、集光および受信における課題が、最小限になる。
【００２２】
　このようにして、第１および第２の波長における受信光のレベルを、対象の粒子の存在
と他の要因によって引き起こされる受信光のレベルの変化との間の区別のために使用する
ことができる。
【００２３】
　光源は、少なくとも２つの波長の光を選択的に（例えば、時間的、空間的、またはスペ
クトル的に）投射できる。代替として、光源が、少なくとも第１および第２の波長の光を
含む広帯域幅の光（例えば、白色光）を投射できる。広帯域幅の光源を有するシステムに
おいては、受信機は、カラーフィルタとともに動作して、少なくとも２つの波長を受信し
両者を区別するようにしてもよい。
【００２４】
　好ましくは、少なくとも２つの波長での受信光レベルの相対強度、例えば、両者の比ま
たは差が決定される。光の相対強度が実質的に同じである場合、受信光レベルの変化は、
監視対象領域の対象の粒子の存在以外の要因に起因すると考えられる。障害条件が満たさ
れた場合、障害を知らせることができる。
【００２５】
　一方または両方の波長での受信光レベルの変化が、光の相対強度を予め定義した方法で
変化させた場合、受信光レベルの変化は、監視対象領域の対象の粒子の存在に起因するも
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のと考えられる。警報条件が満たされた場合、粒子検出警報を生じさせる。
【００２６】
　好ましくは、第１の波長は、電磁スペクトルの赤外部分にある。第２の波長は、好まし
くは電磁スペクトルの紫外部分にある。
【００２７】
　第１および第２の波長における照射は、好ましくは交互に実行される。交互の照射は、
照射無し期間を挿入することができる。
【００２８】
　他の実施形態において、一方または両方の波長での受信光レベルに基づいて決定される
第２の警報条件は、一方または両方の波長での受信光レベルの変化が、第１の警報条件が
満たされるようには光の相対強度を変化させない場合、第２の警報条件が満たされるよう
に定義される。
【００２９】
　好ましくは、第２の警報条件は、一方または両方の波長での受信光レベルの値に基づく
ものである。さらに詳しくは、第２の警報条件は、一方または両方の波長での受信光レベ
ルの値を閾値と比較する。第２の警報条件は、一方または両方の波長での受信光レベルの
変化レートに基づいて決定できる。
【００３０】
　本発明のこの態様はまた、監視対象領域の粒子を検出する方法であって、第１および第
２の波長を含む光であって、第１の波長は監視対象領域を横切る透過が対象の粒子の影響
を比較的受けない波長であり、第２の波長は監視対象領域を横切る透過が対象の粒子によ
って影響を受ける波長である光を、監視対象領域に放射するステップと、
　監視対象領域を横切った後の少なくとも第１および第２の波長の光を受信し、少なくと
も第１および第２の波長の受信光の強度を表わす信号を生成するステップと、
　少なくとも第１および第２の波長での受信光の強度を表わす信号を処理し、対象の粒子
が前記監視対象領域において検出されたか否かを表わす出力を提供するステップと、を含
む方法を提供する。
【００３１】
　少なくとも第１および第２の波長での受信光の強度を表わす信号を処理するステップは
、第１および第２の波長での受信光の相対強度の変化に基づくことができる。
【００３２】
　少なくとも第１および第２の波長での光の相対強度が予め定義した方法で変化した場合
、前記監視対象領域の対象の粒子の存在を示す出力を生成することができる。好ましくは
、２つの波長の相対強度の変化が閾値と比較され、相対的掩蔽の変化が閾値を超えた場合
、警報状態が示される。閾値は、ユーザ選択とできるが、好ましくは、１０％と５０％の
間での２つの波長での掩蔽の差を反映する。
【００３３】
　第１および第２の波長での受信光の相対強度が実質的に安定な状態であるが、１つ以上
の波長の受信光の絶対強度が１つ以上の所定の基準を満たした場合、前記監視対象領域の
対象の粒子の存在を示す出力を生成できる。
【００３４】
　本発明の別の態様は、監視対象領域を横切って光を投射するための手段と、前記光を受
信するための手段と、処理手段とを備え、前記受信手段は、前記光のうち少なくとも２つ
の波長の間の区別を行うように構成されており、前記処理手段は、監視対象領域の粒子を
表わす信号を、前記少なくとも２つの波長での受信光の相対強度に応答して提供するよう
に構成され、前記処理手段は、監視対象領域の粒子を表わす信号を、少なくとも１つの波
長、好ましくは、前記少なくとも２つの波長のうちの一方での受信光レベルに応答して提
供するビーム検出器を提供する。
【００３５】
　本発明のこの態様はまた、監視対象領域の粒子を検出する方法であって、少なくとも２
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つの波長において受信光レベルを測定し、粒子の濃度を決定するステップと、
　前記少なくとも２つの波長における受信光の相対強度に基づいて、少なくとも１つの第
１の粒子検出基準が満足されるか否かを判断するステップと、
　少なくとも１つの波長における受信光レベルに基づいて、少なくとも１つの第２の粒子
検出基準が満足されるか否かを判断するステップと、を含む方法を提供する。
【００３６】
　更なる態様において、本発明は、粒子検出システムのための受信機であって、視野を有
しており、監視対象の区間を横切った少なくとも１つの光源からの少なくとも２つの波長
の光を受信するように構成されており、少なくとも１つまたは複数の波長の各々の光源に
対応する視野内の領域の受信光の強度を表わす信号を生成するように構成されている受信
機を提供する。受信機は、好ましくは、２つ以上の波長での受信光の強度を表わす信号を
処理して、２つの波長において少なくとも１つの光源から受信された光の相対的掩蔽を決
定するように構成された、関連付けプロセッサを有する。受信機は、例えば、ビデオカメ
ラまたは同様の画像化装置など、複数のセンサ素子を有するセンサであって、各々のセン
サ素子が受信機の視野内のそれぞれの領域から光を受信するように構成されているセンサ
を備えることができる。受信機は、同じ領域において光源からの少なくとも２つの波長の
光を受信できる。代替として、受信機は、異なる領域において異なる波長の２つの光源か
らの光を受信して、異なる波長の２つの光源からの受信光の相対的掩蔽を決定する。
【００３７】
　更なる態様において、本発明は、粒子検出システムのための受信機であって、視野を有
し、２つ以上の波長において視野内の複数の領域から受信される光を区別することができ
る光センサと、光センサから受信光を表わすデータを受け取り、１つ以上の光源のうちの
該当の１つからの光が受信される前記複数の領域のうちの少なくとも１つの領域を特定す
るように構成されたプロセッサとを備え、前記プロセッサは、前記複数の領域のうちの前
記特定された領域における少なくとも２つの波長の受信光の相対レベルに基づいて、監視
対象領域の粒子を表わす信号を提供する受信機を提供する。
【００３８】
　好ましくは、プロセッサは、時間とともに前記少なくとも１つの領域の前記特定を更新
するように構成される。好ましくは、光センサは、視野のそれぞれの領域に各々が対応す
る複数の光センサ素子（例えば、画素）を含む。プロセッサは、光源からの光が受信され
る１つ以上の光センサ素子を含む部分集合を特定するように構成することができる。プロ
セッサは、連続した期間で受信データを処理し、時間とももに１つ以上の光源に対応する
センサ素子の部分集合の変化を追跡することができる。
【００３９】
　好都合なことに、この構成は、アライメントの容易さの点で広い視野のセンサという利
点、および受信機ノイズの点で狭い視野角のセンサという利点を有することができる。
【００４０】
　そのようなシステムの動作は、ビームおよび光センサを、ビームがセンサへ入射するよ
うに大まかに整列させるステップと、どの画像センサ素子が受信光強度の測定値を取得す
るのに使用されるのかを決定するための画像センサ素子選択プロセスを実行するステップ
とを含むことができる。システムの幾何配置が時間とともにドリフトするときに、プロセ
ッサは、どの画像センサ素子がビームを受信しているかを時間とともに追跡できる。
【００４１】
　光ビームは、監視対象領域を横切って発光体からの光ビームを反射するように構成され
た、１つ以上の反射ターゲットによって形成できる。この構成においては、発光体は、光
センサ近傍に取り付けることができ、反射ターゲットは遠方に配置できる。実際、受信機
は、１つ以上の反射ターゲットに向けて光を投射するための１つ以上の送信機を含んでも
よく、前記ターゲットは前記光源を形成する。
【００４２】
　システムは、共通の光センサにおいて受信される複数のビームを含むことができる。
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【００４３】
　各々の光源は、選択された波長帯の光を選択的に放射するために、１つ以上の帯域通過
フィルタを備えてもよい。
【００４４】
　本発明のこの態様は、このような受信機と、該受信機と共に動作し、少なくとも１つの
ビーム検出器を規定する少なくとも１つの光源と、を備える粒子検出システムも提供する
。好ましくは、このシステムは、少なくとも１つの他のビーム検出器と、制御手段（全体
または一部がプロセッサで形成してもよい）と、を備え、この制御手段は、
　第１のビーム検出器を使用して粒子を検出し、
　粒子が少なくとも１つの他のビーム検出器によって検出されたか否かを判断し、
　該判断ならびに、前記第１のビーム検出器および前記少なくとも１つの他のビーム検出
器の相対位置に基づいて、検出された粒子の位置を決定するように構成されている。
【００４５】
　前記少なくとも２つのビーム検出器は、単純には、共通の受信機と共に動作する２つの
光源であってよい。
【００４６】
　好ましくは、粒子が前記少なくとも１つの他のビーム検出器によっても検出された場合
、粒子の位置は、両方のビーム検出器によって監視される領域であると判断される。
【００４７】
　粒子が前記他のビーム検出器では検出されない場合、粒子の位置は、前記第１のビーム
検出器によって監視されるが、前記他のビーム検出器によっては監視されない領域である
と判断される。
【００４８】
　好ましくは、前記ビーム検出器は、当該システムによる監視対象領域内の複数の位置が
少なくとも２つのビーム検出器によって監視されるように配置される。
【００４９】
　本システムは、交差領域を監視するように配置された複数のビーム検出器を備えること
ができる。
【００５０】
　最も好ましくは、粒子検出システムは、複数のビームの掩蔽を監視することによって対
応する複数のビーム検出器を規定するように構成された第１の受信機を含む。
【００５１】
　一実施形態において、本システムは、複数のビームをそれぞれ監視する２つの受信機を
備え、これにより２つのビーム検出器群を規定し、各群のビーム検出器のうちの少なくと
も１つが、共通の場所を監視する。好ましくは、各群の各々のビームが、他方の群のビー
ム検出器によって監視される少なくとも１つの場所を監視する。
【００５２】
　粒子検出システムは、異なる長さのビーム経路を有するビーム検出器を含むことができ
る。好ましくは、少なくとも２つのビーム検出器が隣り同士に配置され、それらの長さは
、第１の検出器のビームの長さに沿って粒子検出の場所を決定できるように重なり合って
いる。
【００５３】
　好ましくは、粒子検出システムは、複数の光ビームを受信するように構成された光受信
機を備えている。検出システムは、それぞれの複数の光ビームを受信するように構成され
た複数の光受信機を備えることができる。
【００５４】
　好ましくは、光受信機およびビームは、１つ以上のビームが既知の場所において少なく
とも１つの他のビームの近傍を通過するように配置され、粒子が少なくとも一対のビーム
上で検出された場合、上記場所の１つへの粒子検出事象(event)の位置特定(localisation
)が可能になる。



(9) JP 5647108 B2 2014.12.24

10

20

30

40

50

【００５５】
　本発明のこの態様はまた、複数の光源と、光受信機とを備え、前記光受信機は光センサ
を含み、前記光センサは、視野を有し、視野内の複数の領域から受信される光を区別でき
るようにした、粒子検出器の動作方法であって、複数の光源が光受信機の視野内に位置す
るように光受信機を配置するステップと、光受信機の出力に基づいて、１つ以上の光源の
うちの少なくとも２つのそれぞれからの光が受信される前記複数の領域のうちの少なくと
も１つの領域を特定し、複数の仮想のビーム検出器を規定するステップと、仮想のビーム
検出器の各々を使用して粒子が検出されるか否かを個別に判断するステップと、を含む方
法を提供する。
【００５６】
　本方法は、受信機の視野内の光源および受信機によって規定される前記仮想のビーム検
出器の各々に対応する火災警報システム上のアドレスを割り当てるステップ、を含むこと
ができる。
【００５７】
　本方法は、１つ以上の反射器を配置するステップを含むことができ、これらの反射器が
光源を形成し、発光体からの光を反射するように構成されている。
【００５８】
　更なる態様において、本発明は、複数のビーム検出器を備える粒子検出システムであっ
て、各々のビーム検出器が、該当のビーム経路に沿って送信される個々のビームを有して
おり、前記ビーム検出器のうちの少なくとも２つのビーム経路が、実質的に一致する領域
を有しており、粒子が２つのビーム中に検出された場合、検出された粒子の位置は前記実
質的な一致の領域内にあると判断できるようにした粒子検出システムを提供する。
【００５９】
　好ましくは、粒子が前記２つのビームのうちの一方において検出され、他方においては
検出されない場合、検出された粒子の位置は、検出が生じたビームの範囲内かつ前記実質
的な一致の領域外の位置であると判断できる。
【００６０】
　一例のシステムにおいて、前記２つのビームの実質的な一致の領域が、ビームの交差点
である。代替として、ビームは、互いに平行に投射可能であり、少なくとも一方のビーム
の長さの一部において重なり合ってよく、前記実質的な一致の領域が、ビームの重なり合
いの領域でもよい。
【００６１】
　好ましくは、複数のビーム検出器は、光源または光受信機のいずれかを共有する。
【００６２】
　上述の実施形態のいずれにおいて、空間的に隔てられた２つ以上の光源、反射器、また
はビームを使用することができる。
【００６３】
　別の態様においては、監視対象領域において対象の粒子を検出するように構成された粒
子検出器であって、
　１つ以上の第１の波長での光を放射し、監視対象領域の少なくとも一部を照明するよう
に構成された遠方照明手段と、
　１つ以上の第２の波長での光を放射し、監視対象領域の少なくとも一部を照明するよう
に構成された第２の照明手段と、
　前記第２の照明手段と実質的に同じ位置に配置され、第１および第２の波長の放射光の
一部を監視対象領域を横切った後で受信するように構成された受信機と、
　前記受信機から遠方に配置され、前記第２の照明手段から放射された光を前記受信機へ
反射するように構成された反射器と、を備える粒子検出器が提供される。
【００６４】
　好ましくは、前記反射器および前記遠方照明手段は、実質的に同じ位置に配置される。
最も好ましくは、これらは共通の装置に収容される。
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【００６５】
　好ましくは、前記受信機および前記第２の照明手段は、共通の装置に収容される。
【００６６】
　前記遠方照明手段は、好ましくは電池で駆動される。照明手段は、好ましくは１つ以上
の光源を備えている。最も好ましくは、光源はＬＥＤである。
【００６７】
　本システムは、複数の遠方照明手段及び／又は反射器を含むことができる。
【００６８】
　別の態様においては、本発明は、こうしたシステムで使用するための遠方照明手段およ
び反射器を組み込んだ装置を提供する。
【００６９】
　粒子検出システムのための光源は、光ビームを投射するように構成された少なくとも１
つの発光体と、発光体を支持するハウジングと、ハウジングを支持構造へと取り付けでき
るようにする取り付け手段とを備えており、取り付け手段は、ハウジングの向きが光源を
支持する支持構造体に対して変更できるように、ハウジングに接続されている。
【００７０】
　光源または受信機は、光ビームの投射方向と、光源を支持する支持構造体および取り付
け手段の軸の一方または両方との相対向きを示すためのインジケータをさらに備えること
ができる。
【００７１】
　インジケータは、取り付け手段の軸に関する角度の向きを示す一部分と、光ビームの投
射の方向に関する角度の向きを示す他の部分とを有するダイアルを備えることができる。
【００７２】
　光源および受信機は、受信機に対する光源のアライメントに使用される着脱式の照準手
段とともに動作するように構成することができる。
【００７３】
　ビーム検出器において受信機と光源とのアライメントを示す方法であって、前記光源は
、受信機によって受信される２つの部分的に重なり合う光ビームを放射するように構成さ
れており、
　前記重なり合う光ビームのうちの第１のビームを第１の変調機構で変調するステップと
、
　前記重なり合う光ビームのうちの第２のビームを、前記第１の変調機構とは区別可能な
第２の変調機構で変調するステップと、
　前記光源から光を受信するステップと、
　受信された光において検出される変調機構に基づいて前記光源と前記受信機との相対ア
ライメントを判断するステップと、を含む方法。
【００７４】
　好ましくは、本方法は、受信された光の成分が前記第１および第２の変調機構の各々に
従って変調されている場合、前記光源および前記受信機の正しいアライメントを示すステ
ップを含む。
【００７５】
　好ましくは、本方法は、受信された光が前記第１および第２の変調機構の一方のみに従
って変調されている場合、アライメントずれを示すステップを含む。
【００７６】
　受信機によって受信される光ビームを放射する、粒子検出システムの光源の状態を検出
する方法であって、
　前記光源の発光を所定の変調機構に従って変調するステップと、
　所定の状態が前記光源に存在する場合、前記変調機構を変化させるステップと、
　前記受信機によって受信された光において前記変調機構の変化を検出するステップと、
を含む方法。
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【００７７】
　好ましくは、表示される状態は、前記光源の電池残量小の状態である。
【００７８】
　本方法は、変調機構を、所定の変調機構と、変化した変調機構との間で間欠的に変化さ
せることを含むことができる。
【００７９】
　ある領域での粒子を検出するための方法であって、
　全体領域を観察するには不充分な視野を有する受信機を用意するステップと、
　受信機に向かって前記領域を横切って投射される複数のビームを形成するステップと、
　受信機の視野の向きを変化させて、複数のビームを監視するステップと、
　各々の受信ビームから受信される光の各々のレベルに基づいて、前記領域において粒子
が存在するか否かを判断するステップと、を含む方法。
【００８０】
　受信機に向かって前記領域を横切って投射される複数のビームを形成するステップは、
変化する受信機の視野に一致するように、前記領域を横切ってビームを投射するステップ
を含むことができる。ビームは、光源によって直接形成することができ、あるいは光源を
反射器から反射させることによって形成することができる。
【００８１】
　好ましい形態において、本方法は、複数のビームからの光を順次、受信するために所定
の角度だけ視野を走査するステップを含んでいる。本方法は、光源を受信機の視野に合わ
せて前記領域を横切って走査するステップと、複数の反射器から反射された光ビームを受
信するステップとを含むことができる。
【００８２】
　更なる態様において、本発明は、上述の形式の粒子検出器を使用して、ある領域の粒子
を監視する方法であって、
　遠方照明手段を使用して、監視対象領域の少なくとも一部を照明するステップと、
　前記遠方照明手段による放射の少なくとも一部を監視対象領域を横切った後で受信する
ステップと、を含み、
　さらに、前記受信光レベルが少なくとも１つの所定の基準を満たす場合には、
　第２の照明手段を使用して監視対象領域の少なくとも一部を照明するステップと、
　第２の波長において放射された光の少なくとも一部を監視対象領域を横切った後で受信
するステップと、
　一方または両方の波長の受信信号に基づいて、監視対象領域に粒子が存在するか否かを
判断するステップと、を含む方法を提供する。
【００８３】
　一態様において、本発明は、粒子検出器において使用するための光源であって、
　それぞれの方向に光ビームを投射するように配置された複数の発光素子と、
　前記発光素子のうちの１つ以上を選択的に発光させるための手段と、を備え、
　少なくとも１つの選択された方向に投射するように構成できる光源を提供する。
【００８４】
　好ましくは、発光素子は、ＬＥＤである。
【００８５】
　好ましくは、前記発光素子は、比較的狭い照射野を有しており、光源が比較的広い照射
野を有することができるように配置される。好ましくは、各々の発光素子の照射野は、他
の発光素子の照射野と少なくとも部分的に重なっている。
【００８６】
　光ビームを生成するために本発明の先の態様の光源を備えている粒子検出器における方
法であって、
　光ビームの所望の投射方向を決定するステップと、
　前記所望の方向に光ビームを投射する１つ以上の発光素子を選択的に発光させるステッ
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プと、を含む方法。
【００８７】
　本方法は、１つ以上の発光素子を発光させ、受信機において光ビームの受信を監視し、
光ビームが受信されない場合、別の発光素子を選択して発光させるステップを含むことが
できる。このステップは、光ビームが検出されるまで繰り返すことができる。
【００８８】
　上述の実施形態において、各々の光源は、ここで説明した粒子検出方法のうちの任意の
１つの粒子検出方法の実施形態が実施できるように、複数の波長、好ましくは、２つの波
長において発光を生成するように構成できる。
【００８９】
　上述の実施形態において、光源は、変調機構に従って２つの波長の光を生成するように
構成できる。この機構は、第１の波長の少なくとも１つの光のパルスと、第２の波長の光
のパルスとを含むパルス列を含むことができる。一方または両方の波長の複数のパルスを
、パルス列に含ませせてもよい。複数の光源を使用する場合、光源の変調パターンは、同
じでも異なってもよい。さらに、光源の変調パターンは、好ましくは、互いに同期してい
ない。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
　本発明の例示の実施形態について、以下の図面を参照しつつ非限定的な例として説明す
る。
【００９１】
【図１】従来技術のビーム検出器である。
【図２】本発明の第１の実施形態を示す。
【図３Ａ】図２のシステムの光受信機２０４の光センサにおいて受信された画像を概略的
に示す。
【図３Ｂ】図２のシステムの光受信機２０４の光センサにおいて受信された画像を概略的
に示す。
【図４】２つの波長の光を使用する本発明の第２の実施形態を示す。
【図５Ａ】２つの状況における図４の検出器の動作を概略的に示す。
【図５Ｂ】２つの状況における図４の検出器の動作を概略的に示す。
【図６】受信機の視野内に２つのターゲットを備えている本発明の更なる実施形態を示す
。
【図７】ターゲットを備えていない本発明の更なる実施形態を示す。
【図８】監視対象領域に広がる６つの光ビームを有する本発明の更なる実施形態を示す。
【図９】粒子検出システムを示しており、本発明の更なる態様による場所特定の仕組みを
説明する。
【図１０】本発明の実施形態による第２の場所特定の仕組みを備えている粒子検出システ
ムを示す。
【図１０Ａ】逆反射ターゲットを示す。
【図１１Ａ】２つの波長で動作する粒子検出器について、小さな粒子に比べて大きな粒子
の割合が異常に高い燃焼生成物を検出するときの受信光強度の線図を示す。
【図１１Ｂ】図１１Ａに対応する第１および第２の波長の検出器出力の比較の線図を示す
。
【図１２Ａ】小さな粒子に比べて大きな粒子の割合が異常に高い燃焼生成物について、３
つの波長における検出器出力を示す。
【図１２Ｂ】図１２Ａからの２つの波長の比較（第１の波長と第３の波長との間の比較）
の線図を示す。
【図１３】本発明の実施形態において警報閾値をどのように実現するかを示す。
【図１４】本発明の実施形態において使用されるビーコンを示す。
【図１５】図１４のビーコンの概略図を示す。
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【図１６】図１４のビーコンの変種の概略の側面図を示す。
【図１７】本発明の一実施形態においてビーコンによって使用することができる２つのエ
ンコードの仕組みを示す。
【図１８】複数の固定のビーコンおよび９０°の視野をカバーするための走査型の検出器
を使用する本発明の更なる実施形態による粒子検出システムを示す。
【図１９】本発明の一実施形態の走査型の受信機および光源の構成において使用される機
械式のシステムの概略図である。
【図２０】３６０°の視野をカバーするための走査型のカメラおよび光源の構成を使用す
る本発明の更なる実施形態による粒子検出システムを示す。
【図２１】アライメント機構を有する本発明の一実施形態によるビーコンを示す。
【図２２】図２１のビーコンの上面図を示す。
【図２３】本発明の一実施形態におけるビーコンのアライメントのための他の手段を示す
。
【図２４】図２３のアライメント手段の底面図を示す。
【図２５】本発明の更なる実施形態によるビーコンを示す。
【図２５Ａ】本発明の更なる実施形態によるビーコンを示す。
【図２６】本発明の別の実施形態において使用することができる更なるビーコンを示す。
【図２７】本発明の一実施形態によるビーム検出器の受信機構成要素の概略のブロック図
を示す。
【図２８】本発明の一実施形態において使用される典型的なパルス列を示す。
【発明を実施するための形態】
【００９２】
　図２は、本発明の実施形態を示す。検出器２００は、監視対象領域２０８内の粒子を検
出するために協働して機能する、発光体２０２、受信機２０４、およびターゲット２０６
を備える。ターゲット２０６が、入射光２１０を反射させることによって光源を形成し、
反射光２１２を受信機２０４へと返す。好ましくは、ターゲットは、光を入射経路または
他の所定の経路に沿って反射させるように構成されたコーナーキューブまたは他のリフレ
クタである。
【００９３】
　使用した用語「光源」は、１つ以上からの照明を能動的に生成する装置（ここでは概し
て、発光体または送信機と称している）、そして他の装置によって生成された照明の反射
体（ここでは概して、ターゲットまたはリフレクタと称している）を含むと解釈されるこ
とを意図している。
【００９４】
　好ましい実施形態においては、受信機２０４は、好ましくはビデオカメラまたは光セン
サのアレイを有する他の受信機である。当業者であれば、受信機２０４を、本発明の技術
的思想から離れることなく、１つ以上のＣＣＤ（電荷結合素子）イメージセンサまたはＣ
ＭＯＳ（相補型金属酸化物半導体）イメージセンサなどといったさまざまな種類のイメー
ジセンサや、あるいは視野全体にわたる複数の点の光の強度を記録および報告できる任意
の装置を使用して構成できることを、理解できるであろう。
【００９５】
　受信機２０４は、自身の視野２２０内のすべての光を受信し、自身の画像センサ上にタ
ーゲット２０６を含む自身の視野２２０の画像を形成するための像形成光学系を備える。
この光には、反射光２１２が含まれる。受信機２０４が、自身の視野内のすべての光の強
度を、視野全体にわたる一連の位置における画像強度を表わすデータの形態で記録する。
このデータの一部が、少なくとも部分的に、反射光２１２に対応する。受信機２０４は、
画像データをマイクロコントローラへと通信する。マイクロコントローラが、画像データ
を分析し、データのどの部分が反射光２１２の最良の評価をもたらすかを判断する。受信
機２０４が、広い視野を有しており、この視野内の幅広い範囲の点における光を測定でき
るため、発光体２０２をターゲット２０６または受信機２０４に慎重に整列させる必要が
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ない。なぜならば、アライメントずれの影響が、反射光２１２の指標として、データのう
ちの異なる部分（視野内の別の画素に対応する部分）が使用されるにとどまるからである
。したがって、受信機の視野がターゲット２０６を含んでいる限りにおいて、画像内の１
つ以上の対象の領域が、反射光２１２の測定値を含んでいる。対象の領域以外の領域から
の更なる背景光または迷光を、マイクロコントローラによって無視できることに注意すべ
きである。
【００９６】
　マイクロコントローラは、画像センサのどの画素が反射光２１２に対応するのかを、例
えば画像の特定の部分の画像の他の領域と比べた相対強度にもとづいて、判断することが
できる。同様に、環境について得られた情報または履歴的に記録されたデータを使用する
ことが可能である。この決定プロセスの終わりにおいて、マイクロコントローラは、おそ
らくは画像センサから読み出された画素または画素群に対応しており、反射光２１２の強
度を測定するために最も信頼できるものとして使用することができるデータの一部を選択
する。
【００９７】
　今、マイクロコントローラは、画像のうちで、反射光２１２に対応するものとして先に
選択された領域を監視する。煙または他の粒子状物質が監視対象領域２０８に進入した場
合、煙または粒子状物質によって、入射光２１０または反射光２１２が掩蔽され、あるい
は散乱させられる。この掩蔽または散乱が、マイクロコントローラによって決定された画
像の領域において測定される反射光２１２の強度の低下として検出される。
【００９８】
　マイクロコントローラによって反射光２１２を含むものとして選択された領域の外側に
属する画素は、これらの画素が受け取る光は反射光２１２に対応していないため、無視す
ることが可能である。
【００９９】
　時間とともに、建物が動き、あるいは他の要因によってシステムの幾何配置が変化する
とき、ターゲット２０６は依然として受信機２０４の視野内にあるが、ターゲット２０６
の画像は、受信機２０４の画像検出器上の異なる点に現れる。この検出器の画像の動きに
対応するために、マイクロコントローラは、時間が経っても正しい画像領域について煙の
検出を実行できるよう、光センサにおけるターゲット２０６の画像を時間とともに追跡す
るように構成される。
【０１００】
　図３Ａおよび図３Ｂは、図２のシステムの光受信機２０４の光センサにおいて異なる時
点に受信される画像を概略的に示している。この実施形態において、センサの出力が、複
数の位置について、受光された光の強度を決定することを可能にしている。センサの一形
態は、ＣＭＯＳ撮像チップなどであり、複数の画素３０２を含んでおり、各々の画素が光
受信機の視野３００内の位置に対応している。使用時、マイクロコントローラが、複数の
画素（例えば、３０２）の光強度を読み出す。任意の所与の画像フレームにおいて、受信
される光のレベルは、画素のアレイ３００において画素ごとにさまざまである。
【０１０１】
　画像を分析することによって、マイクロコントローラは、特定の画素（または単一の画
素）が、受信機２０４の視野内に位置するターゲット２０６の画像に対応すると判断する
ことができる。この画素群（符号３０４）が、他の画素よりも実質的に高い受光レベルを
有しており、光源によって送信されて受信されたビームに対応している。
【０１０２】
　時間とともに、建物が動き、あるいは他の要因によってシステムの幾何配置が変化する
とき、ターゲット２０６は依然として受信機２０４の視野内にあるが、ターゲット２０６
の画像は、受信機２０４の画像検出器上の異なる点に現れる。この検出器の画像の動きに
対応するために、システムのマイクロコントローラを、時間が経っても正しい画像領域に
ついて粒子の検出を実行できるよう、光センサにおけるターゲット３６の画像を経時的に
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追跡するように構成することができる。図３Ｂが、視野３００内のターゲットによって引
き起こされる「スポット」が矢印３１０によって示される方向に移動している点を除き、
図３Ａと実質的に同一である。
【０１０３】
　一実施形態においては、「スポット」の追跡を、視野内の「スポット」に対応する第１
組の画素座標を最初にメモリに保存するマイクロプロセッサによって実行することができ
る。定期的に、マイクロコントローラが、「スポット」に対応する画素を含むスポットか
ら所定の距離の範囲内の画素の測定値を調査する。次に、マイクロコントローラは、上記
周囲の領域からｎ個の最も明るい画素を選択することによって、画素座標の第２のリスト
を計算する。次に、第２のリストが第１のリストと比較され、リストが、ｍ組を超える画
素座標において異なっている場合に、エラーが示される。リストの相違が、ｍ組以下の画
素座標である場合には、画素座標の第２のリストが、画素の第１のリストに代えて保存さ
れる。
【０１０４】
　別の機構においては、システムのコントローラが、受信した画像を分析し、画像のどの
部分が受信されたビームにもっとも強く相関した情報を含んでいるかを判断することがで
きる。この決定プロセスの終わりにおいて、コントローラは、個々のそれぞれのセンサま
たはセンサ群によって生成された信号のうちの２つの部分を選択しており、選択された信
号を、ビームの強度を測定するために最も信頼できるものとして使用することができる。
最も信頼できるものとして使用することができるデータを有するセンサを選択する１つの
やり方は、煙検出器の試運転の際に受信機によって生成された画像を眺め、適切なセンサ
を選択することである。
【０１０５】
　計算による受光ビームの強度が実際の受光ビームの強度に可能な限り近くなることを確
保する更なる機構として、マイクロコントローラにおいて、特定のセンサ素子に対応する
値を使用するか否かを、その素子の画像強度全体への寄与に応じて決定することが挙げら
れる。例えば、センサ素子の出力から、コントローラが、ビームの「信号中心」位置を決
定できる。信号中心位置は、計算において各画素（すなわち、センサ素子）がもたらす信
号値が質量の代わりに使用される点を除き、重心位置に類似している。例えば、以下の式
を使用することができる。
【０１０６】
　信号中心位置ベクトル＝｛（各画素の位置ベクトル）×（各画素の値）の総和｝／｛全
画素からの値の総和｝
【０１０７】
　信号中心位置を決定した後で、コントローラは、受光ビーム強度の値に寄与する各々の
センサ素子による信号（すなわち、各々のセンサによって生成される電気信号に対応する
）を、そのセンサ素子の間の距離に応じて重み付けすることができる。このようにして、
コントローラは、ターゲットの画像を最もよく表わす信号を有しており、センサ上のビー
ム画像位置のドリフトに起因して次の測定から脱落する可能性が最も低いセンサ素子を判
断する。
【０１０８】
　使用時、マイクロコントローラは、この画素群において受信された光の強度を、先の画
像において受信された光と比較し、監視対象領域２０８内の粒子に起因するビームの掩蔽
が増えたか否かを判断する。
【０１０９】
　次に、マイクロコントローラは、従来からの煙検出法を使用して、煙が検出された時を
判断し、警報を生じさせるか否かを判断することができる。例えば、煙を、受信される光
のレベルを監視することによって検出することができ、受信光の選択された特性が１つ以
上の所定の基準を満たす場合に、監視対象の空間に煙が存在すると判断される。例えば、
受信光のレベルが所定のレベルを下回って低下する場合に、煙が存在すると判断すること
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検出されたと判断することができる。煙検出の基準が、警報の発生までに、受信光のレベ
ルが所定の期間を超える時間にわたって閾値を下回らなければならないなど、時間的条件
をさらに含んでもよいことを、理解できるであろう。
【０１１０】
　システムの感度を向上させるために、測定される受信光の強度への背景光の影響を最小
限にするための打ち消しアルゴリズムを使用することができる。そのようなアルゴリズム
の１つは、受信機の視野の画像を光源をオンおよびオフにして交互に取得することによっ
て機能する。測定された「オフ」フレーム（すなわち、照射なしで取得された画像）の光
の強度を、「オン」フレーム（すなわち、照射ありで取得された画像）から引き算するこ
とができる。これにより、光源による照明に起因しない受信光、すなわち背景光を、実質
的に取り除くことができる。
【０１１１】
　「オフフレーム」の取得を、例えば光源への制御入力を変調させ、あるいは特定の波長
を有する光を一時的に阻止するフィルタを光源の前方に導入して、特定の波長を有する光
源を選択的に抑制するなど、さまざまなやり方で達成できることを、当業者であれば理解
できるであろう。また、背景光の除去を、例えば適切なフィルタの使用や、何らかの他の
演算手法によるなど、単純な引き算以外のやり方によっても実現できることを、当業者で
あれば理解できるであろう。
【０１１２】
　本発明の好ましい実施形態においては、ターゲットが、２つ（または、それ以上）の波
長で照射される。図４が、２つの波長λ１およびλ２の光を発する複数の発光体を有して
いる本発明の実施形態を示している。この例は、２つの実質的に同一線上の経路に沿って
光を放射する赤外（ＩＲ）の発光体および紫外（ＵＶ）の発光体４０２を備えている。さ
らに、監視対象領域４０８の煙を検出すべく協働して働く受信機４０４およびターゲット
４０６を備えている。ターゲット４０６が、入射ＵＶ光４１０を反射ＵＶ光４１４として
反射させ、入射ＩＲ光４１２を反射ＩＲ光４１６として反射させる。２つの波長は、検出
対象の粒子（例えば、煙粒子）の存在において異なる挙動を示すように選択されている。
このやり方で、２つ（または、それ以上）の波長における受信光の相対変化を、ビームの
減衰の原因を知らせるために使用することができる。
【０１１３】
　受信機４０４が、反射赤外光４１６および反射紫外光４１４の両者を、視野内の他の光
とともに受信する。受信機４０４は、上述のように、自身の視野内のすべての光の強度を
、視野全体にわたる一連の位置において記録する。このデータの一部が、少なくとも部分
的に、反射赤外光４１４の強度に対応する。このデータの一部が、少なくとも部分的に、
反射紫外光４１４の強度に対応する。受信機４０４は、画像データを処理するためのマイ
クロコントローラ４２４を備えている。
【０１１４】
　このシステムにおいて、上述の背景打ち消しの手法を適用するために、波長λ１および
λ２で発光する２つの光源を、ブランクフレームの取得を可能にすべく、間に照射なしの
短い期間を有しつつ交互に動作するように構成することができる。この実施形態の単純な
形態においては、照射パターンおよび受信機を、以下のとおりに動作するように同期させ
ることができる。
【０１１５】
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【表１】

【０１１６】
　あるいは、各々の波長について別々の撮像チップを使用するシステムや、各々の波長に
おいて連続的な照射を用い、受信光を選択的にフィルタ処理してオンおよびオフフレーム
を生成するシステムなど、より複雑なシステムを実現することも可能である。
【０１１７】
　マイクロコントローラ４２４がデータを分析し、上述のように、データのどの部分が反
射紫外光４１４および反射赤外光４１６のそれぞれに最も強く関係する情報を含んでいる
かを判断する。
【０１１８】
　次に、粒子検出アルゴリズムを、上述のように、受信ＵＶ光および受信ＩＲ光に対して
独立に適用することができる。しかしながら、２つの波長が、検出対象の粒子（例えば、
煙粒子）の存在において異なる挙動を示すように選択されることが好ましい。このやり方
で、２つ（または、それ以上）の波長における受信光の相対変化を、ビームの減衰の原因
を知らせるために使用することができる。受信ビームの相対の掩蔽が所定の閾値を下回っ
て低下する場合、警報を発することができる。
【０１１９】
　空気中での光ビームの減衰は、主として、空気中の粒子との相互作用に起因する光の一
部の軸外への散乱の作用によって生じる。ＵＶ光は、例えば煙などの小さな粒子によって
比較的強く散乱させられ、ＩＲは、そのような粒子による散乱がより少ないため、煙検出
器において、ＩＲビームを、主たるＵＶ煙検出ビームのための基準ビームとして使用する
ことができる。この例では、ＵＶおよびＩＲビームの両者が、システムのドリフト、シス
テムの光学系の汚れ、ビームを横切る大型の異物（例えば、鳥など）、または塵埃などの
比較的大型の妨害粒子などの事態によって引き起こされる受信強度の変化に同じように影
響される一方で、ＵＶ光が、煙（典型的には、小さな粒子が支配的である）によってより
大幅に減衰させられる。システムにおいて使用される波長を慎重に選択することによって
、所望の粒子サイズを選択的に選択することができる。この例は、基準波長として８５０
ｎｍのＩＲ波長を使用しているが、いくつかの実施形態においては、１５００ｎｍなどの
より長い波長を使用することができる。同様に、より短い波長のビームを、より小さい粒
子についてより高い感度を達成するために、例えば２００ｎｍなど、より短くすることが
できる。より長く、あるいはより短い他の波長も、使用することが可能である。しかしな
がら、そのようなシステムにおける発光体および受信機の実現のコストが、多くの用途に
おいて、それらを法外に高価にする可能性がある。
【０１２０】
　図５Ａおよび図５Ｂが、２つの波長におけるシステムの受信光強度を時間とともに概略
的に示している。これらの図において、ＵＶ光の受信光レベルが、曲線１４０２によって
示されており、ＩＲ光の受信光レベルが、曲線１４０４によって示されている。一般に、
２つのビームの受信光強度は、時間につれて類似の方法で変化するため、２つのビームの
受信光強度の比は、時間が経っても実質的に一定である。時刻５０６において、２つの曲
線１４０２および１４０４が分かれている。このことは、ＵＶビームをＩＲビームよりも
大きく減衰させる事象が生じたことを示している。結果として、受信されるＵＲおよびＩ
Ｒ放射の比が、実質的に一定な状態から遠ざかる。
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【０１２１】
　このことは、上述のＵＶおよびＩＲ放射の特性ゆえ、煙などの小さな粒子がビームの経
路に進入して減衰を引き起こしたことを示しており、マイクロプロセッサは、煙が検出さ
れたことを知らせるように構成できる。
【０１２２】
　図５Ｂは、ビームが別の原因によって減衰させられた場合を示している。時刻５１０に
おいて、両方のビームの受信強度が、大きく低下している。このことは、掩蔽の原因が波
長依存性ではなく、アライメントの問題か、あるいは大型の異物のビームへの進入か、の
いずれかである可能性が高いことを示している。
【０１２３】
　この単純な例に見られるように、基準ビームおよび主たる検出ビームを使用することに
よって、粒子検出と思われる事象と、ビーム減衰の他の原因との間の区別が可能になる。
【０１２４】
　本明細書に記載の光の波長は、あくまでも例として提示されており、システムを特定の
種類の粒子の検出に適合させることができる他の波長を選択できることを、本発明者は予
期している。特に好ましい実施形態においては、基準ビームが、対象とする粒子によって
吸収されたり、散乱させられたりすることが全くないが、他のすべての事象によって減衰
を受ける。この場合、基準ビームは、システムへの構造的な影響または異物の影響だけを
知らせることができる。
【０１２５】
　しかしながら、本発明者は、特定の状況において、これら２つの波長において煙の検出
を実行し、一方の波長の受信信号を他方の波長の受信信号から引き算し、あるいは２つの
波長の受信信号の比をとることが、特定の種類の粒子または特定の粒子サイズ分布を有す
る粒子雲の存在において、失敗する傾向があることを見出した。
【０１２６】
　例えば、以下の設定を使用して煙を生じさせる煙検出テストを、２波長の煙検出システ
ムについて実行した。白色の綿タオルを電気素子の周囲にきっちりと巻き付け、素子およ
びタオルを容器内に配置した。素子を通電すると、大量の煙が生じた。この発生源からの
煙を、紫波長（４０５ｎｍ）および赤外波長（８５０ｎｍ）の光透過率を測定する装置へ
と導入したところ、これらの波長はほぼ等しく影響を受けて、差または比の測定に依存し
た煙検出器が有効でないことが明らかになった。これに対して単一の赤外波長で動作する
煙検出器は、この煙を容易に検出した。
【０１２７】
　図１１Ａは、２つの波長λ１およびλ２における煙検出器の応答の例を示している。図
示のように、２つの波長における受信光強度が時間とともに変化しているが、最初は、２
つの波長においてほぼ平坦かつ等しい。時刻ｔ１において、（上述の方法で生成した）煙
が検出器に進入し、各々の波長における受信光強度が大きく低下している。しかしながら
、図５Ａに示した事例と異なり、両方の波長λ１およびλ２における応答が、時刻ｔ１の
後で同時に低下している。
【０１２８】
　この傾向は図１１Ｂにおいて見ることができ、２つの波長λ１およびλ２（例えば、λ

１＝４０５ｎｍ、λ２＝８５０ｎｍ）における煙検出器の出力の比較を図１１Ａと同じ時
間スケールで示している。２つの波長の比較は、λ１における受信光強度のレベルからλ

２における受信光強度のレベルを引き算したものや、これらの値の比や、あるいは何らか
の他の指標など、任意の公知の比較の指標であってよい。図示のように、λ１およびλ２

における応答がほぼ同じ状態であるため、図１１Ｂにおける比較曲線は、波長λ１におけ
る応答が波長λ２における応答と同じであることを示す中心位置から、大きく離れるよう
に変化することがない。煙検出器が、比較の値が所定の閾値（例えば、Ｔ１）に達したと
きに警報状態に移行するように構成されている場合、図１１Ａに示した状況は、警報発生
を引き起こすことがないと考えられる。通常の動作において、本発明者は、１０％～５０
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％の間の相対の掩蔽の変化を反映する閾値が良好に機能することを明らかにした。しかし
ながら、所望の閾値レベルを、偽の警報と感度との間のバランスを実現するように設定す
ることができる。
【０１２９】
　本発明者は、上記の欠点に対処する２つの方法を考え出した。そのような方法を、上述
の欠点を回避するために、前方散乱または後方散乱の構成で受信される散乱光に基づいて
粒子の存在を検出する検出器など、上述のような粒子検出器の実施形態または他の種類の
粒子検出器において、単独または一緒に使用することが可能である。
【０１３０】
　１つの例示の実施形態において、本発明者は、上述の方法で生じる煙を基準波長を用い
てより良好に検出でき、システムは、第３の光ビームを放射する第３の波長の発光体で補
強できることを明らかにした。本発明者は、約５４０ナノメートルに中心を持つ波長帯の
ビームが、意外にも上述の煙テストにおいて粒子の影響を受けないことを、実験的に明ら
かにした。
【０１３１】
　図１２Ａは、上述のやり方で生成された煙の存在下において、λ１、λ２、およびλ３

で表わされる３つの波長（例えば、λ１＝４０５ｎｍ、λ２＝８５０ｎｍ、およびλ３＝
５２０ｎｍ）で動作する煙検出器の応答について例示の線図を示しており、λ３が、可視
光スペクトルの緑色部分にある。この場合に、λ１およびλ２についての線図は、図１１
Ａと同じであるが、λ３についての線図は、図示のように、かなり異なっている。この点
に関し、初期には（即ち、時刻ｔ１より前）、λ１についての線図が、λ１およびλ２と
ほぼ同じである。λ１およびλ３の線図の間の比較を示している図１２Ｂの対応部分は、
ほぼ平坦であって、λ１＝λ３の線の近くで変化している。
【０１３２】
　煙が検出器に導入された時刻ｔ１の後、λ１およびλ２の線図は一緒に低下しているが
、λ３の線図は、はるかに遅い様子でしか減少していない。従って、図１２Ｂに見られる
ように、λ３とλ１との間の比較は増加し、最終的に警報の閾値Ｔ１を横切る。当業者は
理解できるように、類似の曲線が、λ３の応答をλ２の応答と比較することによっても生
成されると考えられる。
【０１３３】
　このように、ここで説明した形式の粒子検出器において、２波長システムを少なくとも
１つの基準波長（例えば、緑色の波長）で補強することによって、それ以外では検出でき
ない粒子検出の事象が検出できるようになる。
【０１３４】
　代替の形態において、上述のような３つ（または、それ以上）の波長のシステムではな
く、いずれか一方の照射およびただ１つの他の色の照射を含む２波長のシステムが使用可
能である。
【０１３５】
　図１３は、本発明者によって究明された第２の機構を示し、上述の煙の検出における従
来技術の欠点を改善するために使用できる。この手法は、多数の波長を使用する煙検出器
において採用される先の手法と対照的である。市販の特定の吸引式(aspirated)検出器ま
たはポイント検出器は、煙を検出するために複数の波長の光を使用し、ある波長での受信
機信号を他の波長において検出された受信機信号から引き算し、あるいは２つの波長にお
ける煙検出器の出力の比をとることで、煙の存在を検出する。しかしながら、上述したよ
うに、この手法は、両方の波長が等しく（または比例的に）減衰を受ける場合、煙の検出
に失敗する。例として、国際特許出願ＷＯ２００８／０６４３９６（Siemens Schweiz AG
）が、複数波長の煙検出器を記載しており、短い波長の信号を使用し、短い波長の応答が
長い波長の応答よりも実質的に大きい場合に小さな粒子の検出を向上させている。しかし
ながら、各々の波長における応答が実質的に同様である（例えば、一方の応答が、他方の
波長における応答の６０％～９５％の間である）場合に、発明者は、２つの波長における
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応答の比を使用するように教示している。小さな粒子に比べて大きな粒子の割合が異常に
高い燃焼生成物、例えば、空気供給が制限された状態で物質を加熱することによって生成
されるものが存在する場合、両方の波長における応答がほぼ同じであるため、検出器が常
に比較測定を使用し、決して警報を発することがなく、煙の検出に失敗すると考えられる
。 
【０１３６】
　本発明者は、２つの波長における検出器の応答の間の比較の値に関係なく、警報を生じ
させるために使用されるフォールバック(fallback)検出閾値を適用することによって、こ
の問題を克服できることを見出した。
【０１３７】
　即ち、図１３において、閾値Ｔ２が設定され、λ１およびλ２のいずれかまたは両方に
おける受信光強度がいったんこの閾値未満に低下すると、警報状態が知らされる。
【０１３８】
　このような閾値は、煙検出ビームが異物によって妨げられた場合に偽の警報を生じさせ
るかもしれないが、掩蔽信号の変化レートを分析したり、適切な警報遅延を適用する等に
よって、このリスクは最小限にできる。理解されるとおり、固形物は、典型的には急激な
掩蔽の変化を生じさせるが、煙の雲は、典型的には、それよりもある程度ゆっくりと集ま
り、各々の波長における変化レートはより遅くなる。さらに、短い期間に渡って掩蔽を平
均化することによって、一時的な掩蔽、例えば、鳥がビームを通って飛行することで生ず
るようなものは、おおむね無視できる。
【０１３９】
　図６は、複数のターゲットを同時に監視できる実施形態を示している。この実施形態に
よれば、検出器６００は、監視対象領域６１０の煙を検出するために協働する発光体６０
２、受信機６０４、第１のターゲット６０６、および第２のターゲット６０８を備える。
ターゲット６０６は、入射光６１２を反射させ、受信機６０４へと戻る反射光６１４が得
られる。ターゲット６０７は、入射光６１６を反射させ、受信機６０４へと戻る反射光６
１８が得られる。
【０１４０】
　先の実施形態と同様に、受信機６０４は、画像データを処理するためのマイクロコント
ローラ６２４を備えている。マイクロコントローラ６２４は、データを分析し、データの
どの部分が反射光６１４および反射光６１８のそれぞれに最も強く関係する情報を含んで
いるかを判断する。この決定プロセスの終わりにおいて、マイクロコントローラ６２４は
、画像センサから読み出されたそれぞれの個々の画素またはそれぞれの画素群に対応して
おり、反射光６１４および反射光６１８それぞれの強度を測定するために最も信頼できる
ものとして使用することができるデータの２つの部分を選択することになる。
【０１４１】
　このようにして、システム６００は、追加のターゲットを付加するだけで、２つのビー
ム検出器の機能を果たすことができる。この原理は、任意の数のターゲットおよび反射光
ビームを含むように拡張できることを、当業者は理解されよう。 
【０１４２】
　図７は、本発明のさらに別の実施形態を示している。この例においては、システム７０
０は、監視対象領域７０８の両側に配置された受信機７０４および発光体７０６だけを備
える。この場合、発光体７０６は、受信機によって画像化される光源である。最も好まし
くは、発光体は、監視対象領域７０８を横切って１つ以上の光ビームを放射するように構
成された１つ以上のＬＥＤまたは他の発光素子を含む電池駆動のユニットであるが、他の
光源（例えば、商用電力によって動作し、あるいはデータケーブルによって受信機へと接
続されたもの）も使用可能である。発光体７０６は、受信機７０４の視野内に配置され、
受信機７０４を含む空間に、広い光ビーム（またはコーン(cone)）を放射するように構成
される。受信機７０４は、上述と同様に、（１つ以上の波長の）受信光を処理するように
構成される。この場合、マイクロコントローラは、光源から放射された光が直接入射する
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画像センサの画素を特定するように構成される。次に、受信ビームの掩蔽の測定に基づく
粒子の検出が、先の実施形態に関して説明したように進行する。理解されるとおり、光源
は、複数の波長で発光できる（例えば、複数のＬＥＤまたは多色のＬＥＤ、あるいは広帯
域光源を含むことによって）。
【０１４３】
　好ましい実施形態においては、遠方の光源が、互いに独立して、自走式、即ち、光受信
機とは独立して動作する（即ち、受信機と光源との間の通信のための有線または光通信の
チャネルが存在しない）。この実施形態においては、受信機が、各々の光源のタイミング
を識別する必要がある。次に、自己のフレームレートを変更して、光源と同期させるプロ
セスに進むことができる。この同期化は各々の光源について別個独立に実行する必要があ
り、次に、各々の光源との位相の同期を可能にするためにフレームレートが連続的に調節
される。
【０１４４】
　より複雑な実施形態においては、カメラが遠方の光源と通信し、カメラのフレームレー
トを光源の照明変調と同期させる。
【０１４５】
　好ましい同期機構は、以下のように機能する。最初にビーコンをオンにして、未知のレ
ートで変調機構に従って光ビームを生成する。受信機は、連続的に動作し、各々の光源に
対応する画像センサの画素または画素群を特定するように構成される。一旦これが実行さ
れると、受信機は、各々の光源の変調レートを特定することができ、それに応じて受信機
のシャッタの位相およびフレームレートの一方または両方を調節することができる。
【０１４６】
　後述の本発明の実施形態においては、走査型のカメラまたは光源を使用しており、受信
機のフレームレートおよび位相ならびに光源の変調レートは、システムの走査レートと一
致するように決定できる。
【０１４７】
　本発明の好ましい実施形態においては、システムの電力供給が火災警報ループから得ら
れ、設置コストを最小限にする。これは、電力供給または発光体と受信機との間のデータ
通信のための専用の配線を不要にすることで、装置の設置コストを最小限にする。しかし
ながら、火災警報ループは、通常は、検出器にきわめて少量のＤＣ電力しか供給すること
ができない。例えば、そのような検出器について、約５０ｍＷという平均の電力消費が望
ましいかもしれない。しかしながら、現在の技術では、映像の取得および処理の際に消費
される電力が、ループから得られる５０ｍＷよりもはるかに多い。この問題に対処するた
めに、別個の電源を使用することが可能であるが、コストがかかる。それは、火災安全設
備についての規格が厄介であり、例えば、完全に認可および監督された電池予備電源およ
び固定された商用電源配線が要求されるためである。
【０１４８】
　受信機側での電力の消費を削減するために、光源を受信機から離して取り付け、光源を
電池で動作させることが可能である。これは、ＬＥＤなどの低電力光源を使用することに
よって可能になる。最も好ましくは、電池の寿命を延ばすために、光源は比較的低いデュ
ーティ比で変調される。
【０１４９】
　上述のように、遠方に取り付けられた光源を使用する場合、遠方の光源は受信機を直接
照射するため、反射ターゲットが不要である。しかしながら、主たる光源が受信機から離
して取り付けられて、監視対象の領域を横切って受信機に向けて光ビームを送信し、第２
の光源が受信機に取り付けられるハイブリッドシステムを使用することが、好都合となる
。そのような構成を使用し、初期の主たる煙検出を、遠方に取り付けられた光源を使用し
て実行でき、所定の煙検出閾値（例えば、掩蔽の閾値）に達した場合には、受信機に取り
付けられた光源を起動させることができる。そのような機構では、反射ターゲットが、受
信機に取り付けられた光源のビームを、検出用の受信機へ反射させる必要がある。そのよ
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うなシステムにおいては、受信機取り付け光源は、上述のような複数波長検出を実行する
ために、複数の波長において動作することができる。受信機取り付け光源は、ビーコンに
取り付けられた光源と同じまたは異なる波長で動作することができる。
【０１５０】
　図１４は、光源およびターゲットを複合させた典型的な構成を示している。ビーコン１
８００は、逆反射ターゲット部１８０２および光源１８０４を備える。図１５は、ビーコ
ン１８００の構造をよりよく示すために、ビーコン１８００の側面切断図を概略的に示し
ている。ビーコン１８００の下半分が、コーナーキューブ１８０６の形態の逆反射部を備
えている。当業者に知られているよう、コーナーキューブは、典型的には、９０°の内角
で出会う隣接面を有している１つ以上の反射の構成を備えている。そのような構成を用い
て、光は、入射ビームと平行な方向に反射部から遠ざかるように反射する。ビーコン１８
００の上部は、光源１８０４を備える。光源１８０４は、電池１８１２で通電される駆動
回路１８１０と接続されたＬＥＤ１８０８を使用して照明する。ＬＥＤ１８０８が放射し
た光は、レンズ１８１４として示す光学系を通過できる。図示のように、この形式の装置
は、外部電源と接続したり、通信回線を介して受信機と接続する必要がない。
【０１５１】
　いくつかの事例において、送信機または受信機のレンズまたは窓が、レンズまたは窓の
表面へ凝縮物としての水分子の付着によって隠蔽される可能性がある。そのようなレンズ
の掩蔽を避けるために、考えられるいくつかの手法が存在する。図１５を例として使用し
、一実施形態においては、加熱装置がレンズ１８１４の内部または付近に設けられる。加
熱装置が、レンズおよびハウジング１８１４の内部の空気の温度を高め、凝縮に起因する
掩蔽の低減を支援するように機能する。代替の実施形態においては、乾燥剤または他の吸
湿性の物質がビーコン１８００の内部に設けられ、空気から水分を吸収して、凝縮の可能
性を低減している。当業者であれば理解できるとおり、いずれの手法も、ある変更によっ
て受信機７０４へと適用することができる。
【０１５２】
　図１６は、本発明の実施形態によるビーコン１００の更なる実施形態を示している。
【０１５３】
　この実施形態において、ビーコン１００は、逆反射部１０２および光源部１０４を備え
ている。しかしながら、この実施形態は、２つのＬＥＤ１０６および１０８が設けられて
いる点で、図１４および１５の実施形態のものと相違している。各々のＬＥＤ１０６およ
び１０８は、粒子検出器を上述の方法で複数の波長において動作できるように、異なる波
長の光ビームを生成できる。
【０１５４】
　このようなビーコンは、粒子検出用に２つ以上の波長の光を使用する本発明の実施形態
において使用できる。
【０１５５】
　ビーコン１８００，１００は、外部電源と接続されることがなく、あるいは通信回線を
介して受信機と接続されることがないため、ＬＥＤの発光は、典型的には変調し、ＬＥＤ
が時々明滅して光ビームを監視対象の領域を横切って間欠的に放射させる。図１７および
２８は、本発明の実施形態での使用に適した変調機構を示している。そのような変調機構
を用いて、遠方に取り付けられたビーコンの電池寿命を延ばすことができ、監視対象の空
間の粒子密度の定期的監視を実行することができる。
【０１５６】
　ビーコン１８００および１０００は電池駆動であるため、ビーコンの電池に残る電力を
監視することが必要である。このタスクを自動的に実行するために、ビーコンは、電池状
態が低くなったときに照射の変調が変化するようにプログラムすることができる。例えば
、電池の電圧が所定のレベル未満に低下したときに、変調機構１１００を使用する代わり
に、別の変調機構、例えば、機構１１０２を使用することができる。受信機は、新しい電
池の取り付けを要求するビーコンの変調パターンの変化を識別するようにプログラムする
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ことができる。
【０１５７】
　ビーコンの変調機構は、システムが完全な検出能力で動作を続けることができるよう、
一時的または間欠的に「電池残量小」の変調機構１１０２へ切り替えることができる。代
替として、電池残量小の変調機構を維持することができる。この機構は、電池の寿命をさ
らに延ばすべくＬＥＤのデューティサイクルを下げるが、所与の期間において実施できる
粒子検出の読み取りの数も半分になる。しかしながら、この低いデューティサイクルにお
いても、依然として監視対象の領域の粒子を適切に検出できるであろう。
【０１５８】
　本発明のいくつかの実施例において、監視対象の領域が受信機の視野を大きく超えてお
り、走査式の受信機システムを実現することが可能である。図１８は、そのようなシステ
ムを示している。この例では、監視対象領域１２０２が、その外周を巡って配置された複
数のビーコン１２０４～１２１４を有している。部屋の１つの角に、受信機１２１６が取
り付けられている。受信機１２１６は、扇形１２１８によって規定される視野を有してい
る。扇形１２１８は、比較的狭く、監視対象の全領域を包含しておらず、すべてのビーコ
ン１２０４～１２１４を同時に視認するためには不充分である。この欠点を克服するため
に、受信機１２１６の取り付け手段が、受信機の視野を部屋の片側から反対側へと９０°
に渡って走査するように構成されている。例えば、受信機は、ビーコン１２０４を視認で
きる位置１２２０からビーコン１２１４を視認できる位置１２２２までパン撮影が可能で
ある。そのようなシステムを、例えば、建物のすべての壁に取り付けられた送信機を視認
するために、カメラを中央に取り付けて３６０°にわたって回転させるなど、種々の構成
に対応するように構成することができる。更なる代案においては、回転要素に代えて、３
６０°の視野を有する、中央に固定した受信機を使用できる。
【０１５９】
　図１４または１６に示した種類のビーコンまたは遠方取り付けのターゲットを使用した
場合、受信機の検出ソフトウェアは、任意の所与の時点においてビーコン１２０４～１２
１４のうちのどれが視野内にあるかを判断するために、走査と同期している。代替として
、受信機に取り付けられた比較的狭い視野の光源を、受信機に同期して監視対象の領域を
横切って走査することも可能である。
【０１６０】
　図１９は、受信機の視野および光源のビームの両者を走査するための典型的な機構を示
している。取り付け機構１３００は、受信機１３０２および光源１３０４を含む。１対の
回転ミラー１３０６および１３０８が、受信機および光源の間に取り付けられ、駆動機構
１３１０によって駆動される。
【０１６１】
　回転ミラーは、この例では、正方形ピラミッドとして形作られ、互いに同期して回転す
る。受信機１３０４が、回転ミラーの面を視認し、ミラーが回転するとき、受信機１３０
２の視野１３１２が繰り返し９０°に渡って掃引される。光源１３０４も同様に、ミラー
１３０８に対して取り付けられ、ミラーが回転するときに、光源１３０４の照射の範囲１
３１４がやはり９０°に渡って掃引される。ミラー１３０６および１３０８が互いに正確
に整列しているため、照明の範囲１３１４および視野１３１２が反射ターゲットの地点に
おいて一致し、一緒に掃引される。当業者であれば理解できるとおり、図１９の機構によ
る掃引の角度は、ミラー１３０６および１３０８の面の数を変えることによって調節可能
である。さらに、好ましい実施形態においては、ミラー１３０６および１３０８の回転の
速度を、必要に応じて、受信機１３０２のフレームレートとの同期を可能にすべく制御す
ることができる。
【０１６２】
　図２０は、領域１４０８の粒子を検出するために、中央取り付けのカメラおよび発光体
が使用される本発明の更なる実施形態を示している。カメラおよび発光体からなる構成１
４１０が、好ましくは監視対象の部屋１４０８の天井に取り付けられ、部屋を巡って３６
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０°を完全に掃引するように構成されている。受信機に取り付けられた光源の照明の範囲
が、受信機の視野に一致している。受信機および発光体からなる構成１４１０が、部屋を
巡って掃引を行うとき、複数の反射ターゲット１４０６が順に照射される。実質上、粒子
検出システム１４００は、部屋の中央に配置されて部屋の煙を検出すべく順に動作する一
連のラジアルビーム検出器として機能する。当然ながら、反射ターゲット１４０６の代わ
りに発光体を使用することが可能であり、その場合には、構成１４１０が発光体を保持す
る必要はない。
【０１６３】
　遠方に取り付けられたビーコンを使用する本発明の実施形態においては、ビーコンに取
り付けられた光源が比較的狭い放射ビームを発することが好都合になる。狭い放射ビーム
を使用することで、所与の使用電力のレベルにおいてビーム内の放射の強度が高くなり、
受信機において受信される信号が強くなる。しかしながら、狭いビーム発光体を使用する
ことで、光源および受信機のアライメントの必要が増す。しかしながら、５°～１０°の
間の好ましいビームの広がりが許容されると、したがってこの公差を下回るアライメント
は不要であることに、注意すべきである。
【０１６４】
　光源の受信機とのアライメントを容易にするために、本発明者は、いくつかのアライメ
ント機構を提案した。図２１は、本発明の実施形態による第１のアライメント機構を備え
ているビーコン１５００を示している。ビーコン１５００が、ビーコンハウジング１５０
２を備えており、ブラケット１５０４に取り付けられている。受信機をブラケットに対し
て整列させることができるように、ビーコンハウジング１５０２は、ブラケット１５０４
に対して回転可能である。この実施形態において、ビーコン１５００には、設置時にアラ
イメントを助けるためのインジケーターダイアル１５０６が設けられている。ビーコン１
５００の上部の拡大図が、図２２に示されており、インジケーターダイアル１５０６の動
作をよりよく説明している。インジケーターダイアル１５０６は、ビーコンのハウジング
１５０２に対して固定の角度関係にある中央部１５０８を備えており、中央部１５０８が
、ビーコン内に収容された光源の照明の範囲１５１２の中心線に整列したインジケーター
アロー１５１０を備えている。さらにインジケーターダイアル１５０６は、ブラケット１
５０４の取り付け面に対する角度位置を示す一連の角度刻みのマーキング１５１４を備え
ている。
【０１６５】
　典型的には、本発明の実施形態による煙検出システムの設置の幾何配置は、最終的な設
置を行う前には既知となる。したがって、受信機に対するビーコンの向きおよび位置も、
既知のはずである。この場合、設置者は、ビーコンを取り付けブラケットに対して設定す
べき適切な角度を単純に計算し、ダイアル上の矢印５１０がダイアル面の適切なマーキン
グ１５１４に整列するようにビーコンをブラケットに対して単純に整列させることができ
る。
【０１６６】
　図２３および２４は、本発明の実施形態において使用することができる更なるアライメ
ント機構を示している。この実施形態においては、ビーコン１７００が、取り付け点を中
心にして旋回できるような方法で、取り付けブラケット１７０２に取り付けられている。
ビーコン１７００のアライメントを、着脱式の照準機構１７０４をビーコン１７００に取
り付けることによって判断することができる。照準機構１７０４は、銃の照準と同様に機
能し、アイピース１７０６などの視認手段と、位置決めマーカー１７０８とを備えている
。使用時、ブラケット１７０２を支持面へと取り付けた後で、設置を行う者は、受信機が
ビーコン１７００に取り付けられた照準に整列するようにビーコン１７００をブラケット
において旋回させることによって、ビーコン１７００の角度の向きを変えることができる
。設置後に、照準をビーコンから取り外すことができ、煙検出システムの一部を構成する
他のビーコンのアライメントに使用することができる。
【０１６７】
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　図２５および２５Ａは、本発明の実施形態において使用することができる他のビーコン
の構成を示している。明確化のために、ビーコン１９００の光源部が図示されている。し
かしながら、ビーコンは、先の実施形態において示したような逆反射部を備えてもよい。
【０１６８】
　このビーコン１９００においては、光源は、複数の発光体、例えば、ＬＥＤ１９０２，
１９０４で形成される。発光体の各々が、比較的狭い分散パターンを有する光ビーム、例
えば、光源１９０２によって生成される光ビーム１９０６を生成する。好ましくは、隣り
同士の光源によって生成される照明が、１９０８に示されるとおりの広い照明の範囲にわ
たる照射を可能にするために、重なり合っている。使用時、ひとたびビーコン１９００が
表面に取り付けられると、受信機に最も良好に整列した個々の発光体を、その受信機へと
向かう光ビームを形成するために使用することができる。ビーコン１９００の監視に複数
の受信機が使用されるシステムにおいては、２つ以上の個別の発光体１９０２、１９０４
を、個々の受信機へと向けられた別々のビームを定めるために発光させることができる。
【０１６９】
　システムの設定時に、作業者が受信機に最も良好に整列した個々の発光体を手作業で選
択することができ、あるいは自動光源選択アルゴリズムを採用することができる。例えば
、最初にビーコンを受信機の視野内において特定できるよう、すべての光源をオンにし、
次に光源を或るパターンにて順にオフにする（あるいは、再度オンにする）ことで、個々
の光源のうちのどの光源１９０２または１９０４が最も良好に受信機を照らすかを特定す
ることができる。
【０１７０】
　光源を、さまざまな空間パターンにてビームを照射するように構成することができる。
例えば、図２５および図２５Ａは、半円形の外形を有する発光体を示しており、各々の発
光体が、半円の外周上の各点に配置されている。しかしながら、他の構成も可能である。
例えば、更なる光源を、光源が垂直方向および水平方向の両方に異なる広がりにて広がる
ように追加することができる。図２５Ａの実施形態においては、発光体が、この方法で半
球状に配置されており、ビーコンを、直線的／平面的な構成に比べて、更なる自由度にて
選択することができる。他の幾何学的形状、表面、または空間にての発光体の配置など、
他の実施形態も可能である。
【０１７１】
　図２６は、本発明の実施形態において使用することができる別の種類のビーコンを示し
ている。この場合、ビーコン２０００が、異なる波長の光を送信する２つの個別の光源２
００２，２００４を備えている。設定の際、第１の光源２００２を、符号２００６で示す
変調機構にてオン／オフすることができ、光源２００４を、変調機構２００８にて発光さ
せることができる。
【０１７２】
　受信機が同時に両方の光源からの光を受信する必要があるため、受信機が、両方の光源
２００２，２００４の照明野内に位置する必要があり、即ち、受信機は領域２０１０と整
列していなければならない。設定の際、ビーコンが受信機に正しく整列しているか否かを
判断するために、以下の方法で受信機を使用することができる。最初に、光源２００２，
２００４を、符号２００６，２００８に示した変調パターンで発光させる。ビーコン２０
００が受信機に正しく整列している場合、受信機は領域２０１０に位置する。変調の機構
２００６および２００８が、相補的な様相に形付けられており、すなわち一方がオンであ
るときに他方がオフであり、変調パターンによって互いを区別することが可能であるため
、受信機は、正しく整列しているならば常時「オン信号」を受信するはずである。他方で
、ビーコンが受信機が領域２０１２に位置するように整列している場合には、受信光のパ
ターンが変調の機構２００６に類似する。受信光が変調パターン２００８によって示され
るようなパターンで変調されているように見受けられる場合には、受信機が領域２０１４
に位置している。
【０１７３】
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　このようにして、システムは、設置者に対して、ビーコン２０００が受信機に正しく整
列しているか否かを知らせることができ、否である場合には、ビーコンを受信機に正しく
整列させるためにビーコンをどちらの方向に調節すべきかを知らせることができる。
【０１７４】
　理解されるとおり、図２５および図２６の実施形態においては、発光体の直線配置が示
されている。しかしながら、光源１９０２、１９０４、２００２、２００４のアレイを、
図２５Ａに示されるように垂直方向および水平方向の平面において正しいアライメントを
達成できるようにするために２次元に拡張することが可能である。図２５Ａは、２次元に
おいて互いに離れていくビームを投射するＬＥＤ１９２２、１９２４を備えているビーコ
ン１９２０を示している。
【０１７５】
　ここで図８に戻ると、６つのビーム検出器を含むように拡張された本発明の実施形態に
よる粒子検出器が示されている。システム８００が、６つのターゲット８０４、８０６、
８０８、８１０、８１２、８１４を監視するための単一の受信機８０２を使用して空間８
０１を監視するように構成されている。光が、受信機に取り付けられた光源（図示されて
いない）から放射される。光源は、線８１６の間の全空間を照射する９０°の扇形にわた
って光を放射する。受信機８０２も、約９０°をカバーする同様に広い視野を有している
。
【０１７６】
　ターゲット８０４～８１４の各々からの反射光は、６つのビーム８１８、８２０、８２
２、８２４、８２６、８２８を規定する。ビーム８１８～８２８の各々が、ターゲット８
０４～８１４のうちの該当の１つによって再び受信機８０２へ向けられる。上述のように
、これらのビームの各々が、受信機８０２の画像センサの異なる画素または画素群上に画
像を形成し、従って個別のビーム検出器を定めることができる。空間８０１の角から放射
を行うビーム検出器のアレイを備えることで、部屋全体を監視することができる。さらに
、各々のビーム検出器が実質的に互いに別個独立に動作するため、場所特定能力(address
ability)の手段を実現することができる。例えば、部屋の一部に形成される小さな局所的
な煙の雲８３０を考える。最初は、この煙の雲８３０は、必ずしもビーム検出器のビーム
と交わらないが、煙の雲８３２を形成するように広がるにつれて、ビーム８２０と交わり
、光源、反射器８０６および光センサ８０２によって構成されるビーム検出器がこの煙の
雲を検出する。このようにして、煙がビーム８２０の線に沿ったどこかで検出されたと判
断することができる。雲がさらに広がり、例えば煙の雲８３４を形成する場合、雲８３４
がさらにビーム８１８とも交わり、光源、反射器８０４、および光受信機８０２によって
構成される煙検出器も煙を検出する。これは、第１には、煙の雲のサイズが大きくなった
ことを知らせることができ、第２には、（１つ以上の）煙の雲がビーム８２０および８１
８の線に沿ったどこかで生じたことを知らせることができる。
【０１７７】
　当業者であれば理解できるとおり、各々のビーム検出器が、別個独立の警報ロジックを
有することができ、各々のビーム検出器を、火災警報ループにおいて別個独立に特定する
ことができ、個別に警報を生じさせるように構成することができる。
【０１７８】
　図９は、場所特定能力の向上をもたらすシステム９００を示している。システム９００
は、図８のシステムの構成要素の各々を備えており、さらに追加の受信機（および関連の
光源）９０２も備えている。また、システム９００は、追加の反射ターゲット９０４、９
０６、９０８も備えている。受信機９０２の視野は、線９０９によって定められており、
実質的に全空間９０１をカバーしている。したがって、受信機９０２は、自身の視野内に
６つの反射器９０４、９０６、９０８、８０４、８０６、８０８を見つけることができる
。したがって、受信機９０２、受信機９０２の光源、および受信機９０２にとって視認可
能な反射器が、ビーム９１０、９１２、９１４、９１６、９１８、９２０によって定めら
れる６つのビーム検出器を形成する。見て取ることができるとおり、これらのビーム検出
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器は、光受信機９０２によって受信されるビームと交差する。
【０１７９】
　交差するビーム検出器を設けることによって、監視対象領域９０１の全体にわたる場所
特定能力が、大きく向上する。再び小さな煙の雲８３０を考える。初期の形成時に、雲８
３０は、受信機９０２、受信機９０２の光源、および反射器８０４によって形成されるビ
ーム９１６と交わる。時間とともにサイズが増加して煙の雲８３２が形成されるにつれて
、煙の雲８３２は、受信機８０２、受信機８０２の光源、および反射器８０６によって形
成されるビーム８２０とも交わる。したがって、煙の雲８３２の位置を、ビーム９１６お
よび８２０の交差の位置へと特定することができる。煙の雲のサイズが増加するにつれて
、さらにビーム８１８とも交わって、受信機８０２、受信機８０２の光源、および反射器
８０４によって定められるビーム検出器によって検出されるため、煙の雲の成長をより正
確に判断することができる。しかしながら、他のいかなるビームとも交差することがない
ため、煙の雲８３４が特定の限られた領域において成長していると判断できることに、注
意すべきである。
【０１８０】
　この実施形態において、各々のビームが別個独立に場所特定可能であることに加えて、
各々の交差点を、火災警報ループまたは同様のシステムにおいて場所特定点と見なすこと
ができ、別個独立のビーム検出器の各々における検出の間の相関を、局所的な煙検出位置
を出力するためにソフトウェアにおいて判断することができる。このやり方で、交差する
ビームの各々が、交差の点において煙を検出する仮想の点検出器として機能する。
【０１８１】
　図９の実施形態が、図８のシステムに対して、ただ１つの受信機の追加および追加のタ
ーゲットによって場所特定能力の大幅な向上を可能にすることを、理解できるであろう。
この場合、２７個の地点を、システムによって一意に特定することが可能である。
【０１８２】
　本明細書における説明は、交差するビームを検討しているが、ビームは必ずしも実際に
交差する必要はなく、監視対象領域内の実質的に共通の位置を監視するように、互いの近
傍を通過するだけでよい。
【０１８３】
　図１０は、場所特定能力をもたらすことができる別のシステム１０００を示している。
この実施形態においては、図８のシステムが、複数の追加の反射ターゲット１００２、１
００４、１００６、１００８、１０１０、１０１２、１０１４で補強されている。反射タ
ーゲット（例えば、１００２）は、図１０Ａに示した形式であってよい。
【０１８４】
　図１０Ａにおいて、反射ターゲット１０５０は、逆反射ターゲット面を１０５２を取り
付けブラケット１０５４に取り付けて備えている。取り付けブラケット１０５４は、好ま
しくは、ターゲット１０５０の反射面１０５２が下方へとぶら下がり、検出器の光源によ
って照射され、さらには受信機の視野内に位置するように、監視対象の空間１００１の天
井に取り付けられるように構成されている。
【０１８５】
　反射ターゲット１００２～１０１４を監視対象の領域１００１を横切って中間的な位置
に配置することによって、ビームの長さに沿った場所特定能力を達成することができる。
この実施形態においては、反射器１００２～１０１２が、対応する完全な長さのビーム８
１８～８２８の傍らに配置されている。したがって、ビーム８１８と交わる煙の雲は、そ
のような煙の雲が反射器１００２と受信機８０２との間に位置する場合には、反射器１０
０２によって反射させられるビーム１０１６にも交わる可能性が高い。煙の雲が反射器１
００２よりも受信機８０２からさらに遠くで生じる場合には、ビーム８１８上のビーム検
出器だけが煙を検出するであろう。さらには、吊り下げ式の反射器を、例えば他のビーム
の中ほどの他の位置に配置することができる（例えば、ビーム１０１８をビーム８１８お
よび８２０の中ほどに位置させるペンダント式の反射器１０１４）。先の実施形態におい
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て検討したように、初期に形成され、いかなるビームとも交わらない小さな煙の雲８３０
は、そのようなシステムによって検出されることがない。しかしながら、ひとたび雲８３
２へと成長すると、ビーム８２０の外側部分と交わり、受信機８０２、受信機８０２に組
み合わせられた光源、および反射器８０６によって定められる粒子検出器によって検出さ
れる。しかしながら、反射器１００４よりも受信機から遠く離れているため、ビーム１０
２０と交わることはなく、したがってこの反射器によって定められるビーム検出器によっ
て検出されることはない。結果として、煙の雲を、ビーム８２０の最外部のどこかの部分
にあると判断することができる。雲のサイズがさらに大きくなって煙８３４が形成される
と、３つのビーム、すなわちビーム８２０、ビーム１０１８、およびビーム８１８の外側
部分と交差することになる。結果として、煙の雲８３４がビーム８１８および８２０の外
側部分に形成されつつあり、ビーム１０１８とも交わっていると高い確度で判断すること
ができる。複数のこのような中間的な反射器を受信機８０２の範囲に配置することによっ
て、システムの場所特定能力を大きく向上させることができることを、見て取ることがで
きる。そのような実施形態を、監視対象の空間を横切る多数の天井ビームを有する環境に
おいて、各々の天井ビームが反射器を好都合に取り付けることができる平面を効果的に定
め、ビームに沿った奥行きの場所特定能力をもたらすため、大きな効果まで実現すること
ができる。この実施形態においては、光受信機８０２を、各々のビームを別々に視認でき
るよう、複数のビームによって定められる平面の外に配置する必要がある。当然ながら、
本明細書に記載の場所特定の機構のいずれも、例示のような反射ターゲットではなくて、
遠方取り付けの発光体においても、実現することが可能である。さらに、図９および１０
の場所特定の機構の組み合わせも、使用することが可能である。
【０１８６】
　本発明者は、煙検出器が必ずしも瞬時に応答する必要がないため、煙検出器の映像取得
および／または映像処理のサブシステムを処理および取得の中断期間を間に存在させて間
欠的に作動させることによって、容認できる平均の電力消費を達成できることに気が付い
た。すなわち、システムが、電力を消費せず、あるいはきわめて少量の電力しか消費しな
いように設計された「フリーズ(freeze)」状態に移行することができる。この技術的解決
策を実現する第１のやり方は、粒子検出器の映像処理サブシステムに、映像の取得および
処理のサブシステムを間欠的に動作させるように機能する単純なタイマーユニットを備え
ることである。しかしながら、システムの好ましい形態においては、送信機３２４がルー
プまたは他のコンセントの電力によって動作するのではなく、電池によって駆動され、好
ましくは受信機３２２へと接続されず、あるいは受信機との高速通信にない。したがって
、送信機３２４は、電力を保存するためにきわめて低いデューティサイクルでしか光を発
してはならない。そのようなシステムにおいては、送信される光の各々のバーストのタイ
ミングを受信機によって制御することができず、同じ送信機３２２と通信する可能性があ
る他のいかなる受信機とも同期することができない。
【０１８７】
　さらに、映像プロセッサの「フリーズ」期間において、受信機３２２は、依然として、
火災警報ループからのサービスポール(servicing poll)や、表示ＬＥＤの点滅など、他の
機能を処理する必要があるかもしれない。したがって、映像プロセッサーを作動させて「
フリーズ」状態から動作状態にするための単純なタイマー機構の使用は、この問題に対す
る好ましい技術的解決策ではない。
【０１８８】
　本発明の好ましい形態においては、受信機３２２は、映像処理プロセッサまたは主プロ
セッサよりも電力消費がはるかに少ない補助プロセッサを採用し、主プロセッサを作動さ
せるため、および主プロセッサが「フリーズ」状態にあるときに中断なく続行させなけれ
ばならない他の機能に対処するために使用する。
【０１８９】
　図２７は、本発明を採用する受信機４０１の概略のブロック図を示している。
【０１９０】
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　受信機４０１は、送信機３２４からの光信号を受け取るための画像化チップ４０３（例
えば、Ａｐｔｉｎａ Ｉｎｃ社製造、部品番号ＭＴ９Ｖ０３４のＣＭＯＳセンサ）を備え
ている。必要ならば、受信される電磁放射を所望の方法で画像化チップに集光するための
光学系４０５、例えば、標準的な４．５ｍｍ、ｆ１．４のｃマウントレンズなどの集光レ
ンズを備えてもよい。
【０１９１】
　画像化チップ４０３は、コントローラ４０７（好ましくは、Ａｃｔｅｌ社Ｍ１ＡＧＬ６
００－Ｖ２　フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ））および関連の
メモリ４０９（プログラムを保存するためのＰＣ２８Ｆ２５６Ｐ３３　フラッシュＲＯＭ
、画像を保存するための２つのＩＳ６１ＬＶ５１２１６　高速ＲＡＭ、ならびにプログラ
ムの実行およびデータの保存のための２つのＣＹ６２１７７７ＤＶ３０Ｌ　ＲＡＭを含む
）とデータをやり取りする。コントローラの機能は、画像チップ４０３を制御し、検出シ
ステムが必要とする機能を実行するために、必要とされる一連のデータ操作を実行するこ
とである。制御手段は、デジタル電子機器の設計の当業者にとって周知のとおり、正しい
動作のために必要に応じた種々の更なる構成要素を有する。
【０１９２】
　第２のプロセッサー４１３も設けられる。このプロセッサー４１３は、Ｔｅｘａｓ Ｉ
ｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社ＭＳＰ４３０Ｆ２１２２　マイクロコントローラなどであってよ
く、制御手段の健全性をチェックし、必要であれば制御手段が故障し、あるいは他の何ら
かの理由で必要な任務を実行できない場合に、外部の監視設備へと障害を知らせるなどの
機能を実行する。また、電力消費を最小にするように制御および画像化手段への電力を折
よく制御することも担当する。これは、プロセッサ４１３が、主プロセッサ４０７を必要
でないときに停止させ、必要なときに間欠的に作動させることによって実行される。
【０１９３】
　さらに、プロセッサ４１３は、表示装置またはユーザインターフェイスなどのインター
フェイス手段４１５とデータをやり取りし、火災警報ループへと接続された他の設備（例
えば、火災パネル）とのデータ通信を可能にすべく火災警報ループにも接続される。
【０１９４】
　好ましい実施形態においては、インターフェイス手段が、警報または障害の状態が存在
する場合に外部の監視設備へと通知を行うために使用される。受信機によって障害が存在
すると判断される場合に、インターフェイス手段は、これを監視設備へと、スイッチを開
くことによって上述の監視設備からの電流を断つことによって通知する。好ましい実施形
態においては、スイッチが、きわめて少ない電力の消費でオン／オフできるという利益を
有するＭＯＳＦＥＴトランジスタを使用するソリッドステートの構成である。受信機によ
って警報状態が存在すると判断される場合には、インターフェイス手段が、これを監視設
備から所定の閾値を超える電流を引き出すことによって監視装置へと通知する。好ましい
実施形態においては、過剰な電流の引き出しが、監視設備からのインターフェイス配線を
またいでバイポーラトランジスタの電流制限シャントを配置することによって達成される
。約５０ｍＡの全体としての電流の引き出しが、警報状態を知らせるために使用される。
好ましい実施形態においては、通常動作のための電力が、警報のない状態のもとで３ｍＡ
という一定の電流にて監視設備への接続配線から引き出される。
【０１９５】
　本発明の好ましい実施形態においては、送信機３２４が、自身の発光パターンを制御す
るためのコントローラを備えており、例えば赤外および紫外の光源の各々の発光時間、順
序、および強度を制御する。例えば、これは、Ｔｅｘａｓ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社Ｍ
ＳＰ４３０Ｆ２１２２　マイクロコントローラであってよい。さらに、マイクロコントロ
ーラは、最初に設置されたときの装置の作動を検出する。送信機の好ましい実施形態にお
いては、電源が、塩化チオニルリチウム電池である。
【０１９６】
　本発明の好ましい形態においては、システムの試運転の際に、主プロセッサ４０７を、
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好ましくは数分（例えば、１０分）の期間にわたって各々の光源の発光パターンを発見し
、その動作パターンを判断するようにプログラムすることができる。このプロセスを、受
信機に関連付けられるすべての光源について繰り返すことができる。低電力のプロセッサ
４１３が、発見された光源の動作時間情報を使用して、正しい時点でプロセッサＢを作動
させることができる。
【０１９７】
　理解されるとおり、この構造のシステムを使用することによって、常に動作していなけ
ればならないシステムの機能を、きわめて低消費電力のプロセッサ４１３によって制御で
きる一方で、きわめて重い処理を、主たる映像プロセッサ４０７によって間欠的に実行す
ることができ、そのようにすることで、平均の電力を比較的低いレベルに保つことができ
る。
【０１９８】
　本発明者は、競合することが多い種々の制約が実際の実施形態に関連して存在し、送信
機の照明パターンおよび送信機の出力を正確に取得および追跡するための対応する受信機
の動作を選択するときに、それらの制約に対処しなければならないことに気が付いた。例
えば、いくつかのシステムにおいては、粒子状物質の検出の事象から障害状態を区別する
ために、減衰の変化の速度を使用することが望ましい。これは、背景において述べた長い
積分時間の使用を困難にする。好ましい実施形態は、通常の測定のために１０秒という積
分期間を使用し、１秒というより短い積分期間が、変化の速度にもとづく障害の検出に使
用される。
【０１９９】
　システムの性能への他の制約は、背景照明レベルである。実際のシステムにおいて、通
常は、背景がその動作寿命の少なくとも一部において日光によって照らされる可能性があ
ると仮定する必要がある。カメラに波長選択性のフィルターを使用する可能性についても
、制約が存在しうる（例えば、少なくともコストの制約）。したがって、飽和を避けつつ
、依然として信号のための充分なヘッドルームを残すために、短時間の露出を使用する必
要がある。システムの好ましい実施例においては、露出の時間が１００μｓであるが、最
適値は、センサ、フィルタ、レンズ、最悪の場合の背景照明、および信号のために必要な
ヘッドルームの大きさに依存して決まる。
【０２００】
　受信機を送信機に同期させる手段も必要である。これを、無線システムまたは構成要素
間の有線システムなどの追加のハードウェアを使用することなく達成することが好ましい
。代わりに、一つの望ましい実施例においては、同期が、粒子の検出に使用されるものと
同じ画像化および処理ハードウェアを使用して光学的に実行される。しかしながら、当業
者であれば理解できるとおり、粒子の検出に同期と同じハードウェアを使用することは、
システムにおいて２つの懸念を結び付け、考えられる技術的解決策に更なる制約を課す。
【０２０１】
　システムにおける更なる制約は、雑音の存在に起因する。システムにおける主要な雑音
源は、カメラのショットノイズおよび背景の光の変化からの雑音である。暗騒音の寄与は
、一般に、完全な日光に対処しなければならないシステムにおいては大きくない。背景雑
音は、我々の先行の特許出願において説明された背景引き算法によってきわめて効果的に
対処される。ショットノイズは、量子検出プロセスの根本に係わるため、完全に取り除く
ことが不可能である。しかしながら、ショットノイズを、露出時間を短縮することによっ
て軽減することができ、より少数の露出を合計することによっても軽減することが可能で
ある。好ましい実施形態においては、実質的にすべての送信機の電力が、適切なシステム
応答時間を依然として可能にする反復速度を有するきわめて短い発光へと投入される。
【０２０２】
　例えば、毎秒１回の速度での発光が、応答時間の要件を満足し、１μｓ未満の発光時間
および２μｓの露出時間を（原理的には）使用することができる。現実には、これは、同
期がきわめて困難であると考えられる。さらには、送信機のＬＥＤが、そのような短時間
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でエネルギーを届けるためにはきわめて高いピーク電流に対処する必要があり、結果とし
てコストが上昇すると考えられる。他の限界は、センサのダイナミックレンジである。す
べての電力を毎秒１回の発光に投入することは、センサの飽和につながりかねない。
【０２０３】
　以上の要因を考慮し、好ましい実施形態は、１００μｓの露出、５０μｓの発光時間、
および３００ｍｓの周期を使用する。変化の速度にもとづく障害の検出のために、３サン
プルという積分長が使用される。３０サンプルという積分長が、煙の測定に使用される。
【０２０４】
　背景打ち消し技法を実行するために、受信機が、背景からの寄与を取り除くために使用
される発光の直前および直後の画像も取得する必要がある。理想的には、これらの「オフ
」露出は、時間変化する背景の場合に打ち消しを最適にするために、可能なかぎり「オン
」露出に近付けて行われる。好ましい実施例に使用される受信機システムにおいては、現
実的な最大のフレームレートが１０００ｆｐｓであるため、「オフ」露出は、「オン」露
出の各側に１ｍｓだけ離れている。
【０２０５】
　一形態においては、送信機の光出力が、きわめて低いデューティサイクルを有する一連
の短パルスで構成される。パルスは、画像化システムのフレームレート（例えば、１００
０ｆｐｓ）に一致するように配置される。図２８が、受信機のセンサの露出に関する典型
的なパルスの並びを示している。この場合に、送信機は、ＩＲの波長帯およびＩＲの波長
帯において光を発するように構成されている。この一連のパルスが、３００ｍｓの周期で
繰り返される。
【０２０６】
　この例では、５つのパルスが以下のように存在している。
【０２０７】
　・Ｓｙｎｃ１（フレーム１）１１０およびＳｙｎｃ２（フレーム２）１１２：　　Ｓｙ
ｎｃパルスは、送信機と受信機との間の同期を維持するために使用される（さらに詳しく
は後述）。これらのパルスは、好ましくは最も電力効率の高い周波数帯において形成され
る。この場合には、ＩＲ光源が、電力消費が少ないために使用される。さらには、波長が
長いほどより煙を貫くことができ、より幅広い範囲の条件において同期を維持することが
できる。Ｓｙｎｃパルスは、５０μｓの長さである。
【０２０８】
　理想的には、各々のＳｙｎｃパルスの時間的な中心は、受信機のシャッタ開放期間の前
縁（Ｓｙｎｃ１）および後縁（Ｓｙｎｃ２）に位置する。これにより、Ｓｙｎｃパルスの
受信強度が、わずかな同期の誤差でも変化するようになる。
【０２０９】
　・ＩＲ（フレーム５）１１４およびＵＶ（フレーム７）１１６：　　ＩＲおよびＵＶパ
ルスは、信号レベルの測定（したがって、減衰および煙のレベルの測定）に使用される。
長さは５０μｓであり、したがって受信強度に影響することなく送信機と受信機との間に
最大２５μｓのタイミング誤差が許容される。
【０２１０】
　・Ｄａｔａ（フレーム９）１１８：　　Ｄａｔａパルスは、受信機へと少量のデータを
伝達するために使用される。データが、Ｄａｔａパルスを送信するか、あるいは送信しな
いかによってエンコードされる。Ｄａｔａパルスは、電力を節約するために小さな振幅に
され、同じ理由でＩＲである。長さは５０μｓである。このシステムは、３ｂｐｓのデー
タチャネルをもたらす。データは、シリアル番号、製造日、総動作時間、電池の状態、お
よび障害の状態を含むことができる。当業者であれば、このシステムにおいてデータを送
信するための多数の他のやり方に気付くであろう。それらとして、パルス位置エンコーデ
ィング、パルス幅エンコーディング、およびマルチ・レベル・エンコーディングの機構を
挙げることができる。より高いデータレートを容易に達成できるが、好ましい実施例にお
いて使用される単純な機構が、必要とされる少量のデータにとって充分である。
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【０２１１】
　図２９において、「オフ」フレーム（すなわち、対応する送信機の出力が存在しないフ
レーム）の間の受信機からのデータが、以下の目的に使用される。
　・フレーム０および３は、Ｓｙｎｃパルスの背景打ち消しに使用される。
　・フレーム４および６は、ＩＲパルスの背景打ち消しに使用される。
　・フレーム６および８は、ＵＶパルスの背景打ち消しに使用される。 
　・フレーム８および１０は、Ｄａｔａパルスの背景打ち消しに使用される。
【０２１２】
　（ａ）空間サーチ
　上述のように、受信機は、送信された各々のパルスを、画像フレーム内の１つ以上の画
素の形態で受信する。
【０２１３】
　しかしながら、システムが（少なくとも初めて）動作を開始する試運転の際に、画像フ
レーム内の送信機の位置が確立されなければならない。これを、例えば、作業者による画
像の検査および座標へのプログラミングを含む手作業のプロセスによって実行することが
できる。しかしながら、設置において、特別な訓練、特別な工具、および長くて複雑な設
置プロセスの必要は、望ましくない。好ましい実施形態においては、画像フレームにおけ
る送信機の位置の決定が、自動化される。送信機の位置特定のためのあらかじめ形成され
たプロセスは、以下のように機能する。
【０２１４】
　・最初にシステムが、いくつかの画像の取得を、高いフレームレートで、送信機のパル
スが１つ以上の画像に存在することが確保（送信機がカメラの視野内にありかつ取得の期
間のあいだにパルスを送信している場合）される充分な時間にわたって行う。
【０２１５】
　・次に、システムは、（時間的に）隣接する画像の各ペアを引き算し、各画素の絶対値
(modulus)をとり、各々を閾値と比較して、送信機が存在する可能性がある大きな変化の
位置を検出する。
【０２１６】
　・次に、システムは、隣接または近接（例えば、離間が３画素未満）する候補点を合併
させることによって、送信機の位置の候補のリストを凝縮する。画像中心法を、候補点の
組の中心を見つけるために使用することができる。
【０２１７】
　・次に、システムは、候補中心の各々において（後述のプロセスを使用して）試行の同
期を実行し、候補中心において受信される値が実際の送信機に対応するか検証する。
【０２１８】
　・次に、システムは、送信機の数が予想される送信機の数に一致するかを確認する。こ
の数を、設置に先立って受信機をあらかじめプログラムすることによって設定でき、ある
いは受信機ユニットに取り付けまたは接続された１つ以上のスイッチによって設定できる
。好ましい実施例では、一式の設定ＤＩＰスイッチが受信機ユニットに組み込まれ、シス
テムが壁に取り付けられていない間だけ容易にアクセス可能である。
【０２１９】
　画像内の一式の送信機位置が、不揮発メモリに保存される。これらの位置を、例えばＤ
ＩＰスイッチを特定の設定に設定して受信機をオン／オフし、あるいはノートブックＰＣ
などの特殊なツールを使用することによって、受信機を特定のモードにすることによって
クリアすることができる。これは、送信機が元の位置から動かされた場合や、システムを
他の場所に設置し直す場合に限って、必要である。
【０２２０】
　画像化システムにおける性能の限界が、高いフレームレートでの動作時に読み出すこと
ができる画素または線の数を制限する可能性がある。一実施例においては、最大で６４０
個の画素からなる３０本の線を、１ｍｓで読み出すことができる。したがって、６４０×
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４８０の画像フレームの全体をカバーするためには、上述の方法の最初のいくつかのステ
ップを、１６回繰り返す必要がある。代案として、いくつかの実施形態は、画像フレーム
の一部のみを使用する。同様に、いくつかの実施形態は、より遅いフレームレートを使用
する。しかしながら、より低いフレームレートが使用される場合には、明るい照明状態に
おけるセンサの飽和の可能性が、通常は露出時間を制限し、背景の照明状態の変化が、一
般的により多くの雑音を持ち込む。
【０２２１】
　フレームレートは、送信機のパルスが、シャッタが閉じられている期間において常に生
じないように確保するように選択されなければならない。例えば、フレームレートが正確
に１０００ｆｐｓであり、露出が１００μｓであり、送信機が正確に１ｍｓの境界でパル
スを生成する場合、パルスがすべてシャッタが閉じられているときに生成される可能性が
ある。受信機のフレームレートが、位相を徐々にずらすわずかな差が存在して、遅かれ早
かれパルスが充分にシャッタの開放期間に位置することが確保されるように、選択される
。
【０２２２】
　いくつかの実施形態においては、処理速度の限界が、すべての画素を分析するのではな
くて、水平方向および垂直方向の４つに１つだけの画素を引き算および検査することによ
って、処理の苦労を１６分の１に減らすことによって対処される。受信された画像、すな
わちセンサ上の各々の送信機の画像が、充分に広い領域（例えば、５画素の直径を有する
スポット）にわたって広がっている限りにおいて、以前として送信機を確実に見つけるこ
とができる。
【０２２３】
　システムが既知の一式の送信機位置を有して起動され、あるいは上述の空間サーチの一
部として起動されるとき、一式の候補位置において、位相のサーチおよびロックの方法が
、初期の同期を確立するために使用される。
【０２２４】
　この方法の主要なステップは、以下のとおりである。 
【０２２５】
　システムが、高いフレームレートで画像（少なくとも予想位置の部分画像）を取得する
。
【０２２６】
　システムが、候補位置に予想されるパルスのパターンが現れるのを待つ。
【０２２７】
　システムが、位相ロックループのための開始位相として、予想されるパターンにおける
選択されたパルスの到着時刻を使用する。
【０２２８】
　システムが、ＰＬＬの安定を待つ。ＰＬＬロックがなされない場合、候補位置の検査の
場合に、その位置が誤りであるとマークされ、そうでない場合には、既知の送信機位置と
の同期の再確立の際に、受信機が継続的に再試行を行うことができ、成功するまで障害を
アサートすることができる。
【０２２９】
　空間サーチと同様に、受信機のフレームレートにおける小さなオフセットが、位相を徐
々にずらすことによって遅かれ早かれパルスが充分にシャッターの開放期間に位置するよ
うに確保するために使用される。
【０２３０】
　各々のフレームについて、既知の位置または候補位置に中心を有する画像の小領域内の
総強度が計算される。次に、強度値のこの並びが、送信機からの予想されるパターンに照
合される。
【０２３１】
　予想されるパターンについての検査は、以下のように機能する。
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【０２３２】
　少なくとも９つのフレーム強度値が集められた後で、それらを予想される送信機パルス
の並びの存在について、下記の手法で検査することができる。
【０２３３】
　・強度値Ｉ（ｎ）：０＜ｎ＜Ｎを考える。
　・受信したフレーム０から開始してフレームｎにおいて、可能性のある送信機信号を検
査する。
　・最初に、「オフフレーム」基準レベルを計算する。
    I0=(lR(n+0)+IR(n+3)+IR(n+4)+IR(n+6)+IR(n+8))/5　｛「オフフレーム」の平均｝
　・相対強度を計算する。
　　　ｍ＝０～８について、IR(n+m)=l(n+m)-I0
　・所定の閾値と比較して、各フレームにおいて送信機パルスの有無を判断する。
  Found={(lR(n+1)>ION) or (lR(n+2)>ION)} and {Sync1 or Sync2 pulse}
           (IR(n+5)>ION) and                       {IR pulse}
           (IR(n+7)>ION) and                       {UV pulse}
           (lR(n+0)<IOFF) and                      {off frame}
           (lR(n+3)<IOFF) and                      {off frame}
           (lR(n+4)<IOFF) and                      {off frame}
           (lR(n+6)<IOFF) and                      {off frame}
           (lR(n+8)<IOFF) and                      {off frame}
【０２３４】
　ランダム位相エラーに起因して、いずれかのＳｙｎｃパルスが完全に欠ける可能性があ
り、したがって上記式に「or」が存在する。あるいは、Ｓｙｎｃパルスについての検査を
完全に省略してもよく、オフフレームについての検査も、減らすことが可能である。しか
しながら、送信機パルスの並びの位置が誤って特定されることがないように確保するため
に、注意が払われなければならない。
【０２３５】
　肯定の検出に続いて、フレームｎに対応する時刻が、変数に記録される。位相パルスの
振幅を、記録された時刻の値を並びの開始をよりぴったりと表わすように調節するために
使用することができる。これは、位相ロックループが対処しなければならない初期の位相
誤差を少なくする役に立ち、周波数誤差が充分に小さい場合には不要であるかもしれない
。
【０２３６】
　好ましい実施例では、１０００ｆｐｓの画像取得レートが、すでに述べたように送信機
のタイミングに一致する。１００μｓのシャッタ時間が使用される。
【０２３７】
　これが初期の同期を完了させる。次の一式のパルスの到着時刻を、今や単純に既知の送
信機周期を先のステップにおいて記録された時刻に加えることによって予測することがで
きる。
【０２３８】
　送信機周期が受信機にとって既知である（好ましい実施例においては、３００ｍｓ）が
、それぞれの側でクロック周波数に小さな誤差が存在しうる。これにより、送信されたパ
ルスが受信機のシャッタ開放時間からずれることが、不可避的に生じうる。位相ロックル
ープシステムが、正しい位相またはタイミングを維持するために使用される。ＰＬＬの考
え方は周知であり、詳しくは説明しない。好ましい実施例においては、ＰＬＬ制御等式が
、ソフトウェアにて実現される。位相比較器の機能は、位相パルスの振幅の測定にもとづ
く。これらの振幅は、最も近いオフフレーム（フレーム０および３）において測定された
強度の平均を引き算することによって計算される。次に、位相誤差が、以下の式によって
計算される。ここで、Ｔは、位相パルスの幅である。
【０２３９】
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【数１】

【０２４０】
　位相パルスの振幅が所定の閾値を下回って低下する場合、位相誤差にゼロという値が割
り当てられる。このやり方で、雑音の多いデータがＰＬＬへと許され、実務において、シ
ステムが少なくとも数分にわたって適切な同期を維持することができる。したがって、警
報を発することができるよりも前に高い煙のレベルによって同期の障害が生じることがな
い。妨害の場合に、この特徴は、システムが妨害が取り除かれたときに速やかに回復する
ことを可能にする。
【０２４１】
　ＰＬＬ制御等式は、比例および積分の項を含む。微分の項を使用する必要はないかもし
れない。好ましい実施例においては、それぞれ０．３および０．０１という比例の利得お
よび積分器の利得が、容認できる結果を生み出すことが発見された。更なる変種において
は、利得を最初により大きい値に設定し、位相誤差が所定の閾値を下回った後で減らすこ
とで、所与のループ帯域幅における全体としてのロック時間を減らすことができる。
【０２４２】
　±１０μｓを下回る位相誤差を、候補送信機位置の検証の目的および通常の煙検出動作
の開始を可能にする目的の両者のために、位相ロックを示すために使用することができる
。
【０２４３】
　本明細書において開示および定義された本発明が、本文または図面において述べられ、
あるいは本文または図面から明らかである個々の態様または特徴の２つ以上のあらゆる選
択的組み合わせにまで広がることを、理解できるであろう。そのような種々の組み合わせ
はすべて、本発明のさまざまな代案の態様を構成する。
【０２４４】
　また、本明細書において使用されるとき、用語「・・・からなる(comprises)」（ある
いは、その文法上の変形）が、用語「・・・を含む(includes)」と同等であり、他の構成
要素または特徴の存在を排除するものと解釈されてはならないことを、理解できるであろ
う。
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